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県内中小企業での「働き方改革の身近なモデル実践事例」のご紹介
～モデル企業10社の実践内容・ノウハウを公開～

▶本書の特徴
多くの企業に共通する悩みや課題について、モデル企業10社がどのようにして取り組み、その壁を乗り越えて
取組を軌道に乗せることに成功したのかを見える化した“身近な企業が実践した具体的な事例”となっています。

※モデル企業（モデル実践事例）とは
広島県では，県内中小企業 10 社に対して，専門コンサルタントを派遣して取組を支援する「働き方改革企業コ
ンサルティング事業」（平成 29・30 年度）を実施しました。この事業に参加された企業のご協力のもと，各企
業の具体的な取組過程や内容（創意工夫した点，苦労した点，乗り越えた課題等）を『モデル実践事例』として取
りまとめています。

（注）モデル企業10社の会社概要（従業員数・所在地の記載内容）は、事業参加（取組着手）時点
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主な取組成果

取組の方針

事業（取組）期間 平成30年5月末～平成31年3月末

主な取組項目 長時間労働の削減、休暇取得の促進、働きがい向上のための取組

ビジョンを見える化した「働きがい改革」
休暇の取得や長時間労働の削減などの環境整備「働き方」だけではなく、会社が思い描くビジョ
ンを明確にし、共通の目標と目的意識「働きがい」の改革に取り組みます。そして業務の効率
化、個人のスキルアップ、組織全体の連帯感を高める事によりお客様に喜ばれる技術、サービス
の更なる向上を図ります。

若手社員も早くから現場の施工管理を任され、責任感が強い一方で、週休1日が当たり前の風土となり、独立型の仕事スタイ
ルは、「スキル向上」も「完工責任」も個人へのしかかる体質に

会社が受注した工事を社員に振り分け、それぞれが経験を積み重ね職人として自立

建設業全体の若者離れ等で、人手不足が深刻化。また、中堅社員が少なく、若手とベテランに二分化された人員構成で、若手
社員の人材育成が急務

創業130 年を超え安定成長を遂げてきたが、建設業を取り巻く環境も変化

取組前

各現場の完工までのプロセスが見えにくいことから、課題とその改善策を出し合う会議（工務部会）を開催。チャレンジ現場
では、中堅社員が若手社員のメンター役になり、人材育成も
●工務部門内で、現場進捗などの情報共有や IT ツールの活用方法を検討し、全現場での作業
効率化や連携の意識を高めた（ノー残業デーの夕方に開催し、その日は残業しない工夫も）
●一部の現場で、若手と中堅の社員によるチームを設けて、週休 2日にチャレンジ。施主の
理解のもと、協力業者への明確な工程指示と意思疎通を図った。また、中堅社員が、全体
管理等のスキルが不足する若手社員の育成に取り組んだ。

有給休暇チケットの配布や計画有給により「休まない風土・意識」から脱却
●これまでの「休まない」意識を変えるため、個別に有給休暇チケットを配布して取得を意識づけ。会社主導による計画有給
で、意識と制度の両面から有給休暇の取得を支援

会社ビジョンを従業員に浸透させ、多様な人材が活躍できる制度づくりで「働きがい」を向上
●従業員に自分ごと化できるビジョンを示して腹落ちさせ、ビジョンを実現する制度づくり（高齢技術者のマイスターによる若
手社員研修、障がい者の技術取得支援）にも取り組むことで、働きがいを引き出す。

今回の
取組

チャレンジ現場では、概ね週休 2日を実現でき、残業時間も50％削減（自社比較）
週休 2日の工程表のもとで、ほとんど休日出勤せずに完工。時間制約のある環境のもとで、IT ツールを活用して、現場で工事
カルテを作成するなどの効率化が進展

働きがい向上のために、「方針の具体化」・「制度導入」・「改善活動」を実施することで
●ビジョンの実現に向けて、働き方改革を続けていく必要性に対する理解度：全従業員の約 9割
●仕事を通じた自分の成長実感度：全従業員の約 7割
創業 200 年企業を目指す「多様な集団」から「多様な人材が活躍できる組織」の土台に

ノー残業デー運用の見直しや、有給チケット配布による意識改革や計画有給の実施により
残業時間：約60％削減、有給休暇取得：約20％UP（対前年度比の一人当たり月平均）

取組後
（成果）

●建設業界では週休1日の現場が多い中で、業界の常識に捉われず、週休 2日のチャレンジ現場を試行。協力業者と
意思疎通を図るとともに、工程管理の見直しや、IT ツール活用による作業効率化により、概ね週休 2日の工程表で
完工でき、残業時間の大幅な削減も実現。

●“職人（個人）の集まり”から“チーム組織”へ変革するため、「自分で育つ」から「組織で育成する」視点で仕組みづ
くりと意識改革の両面に取り組むことで、休まない職場風土から脱却。従業員の「働きがい」も向上。

建設業（店舗・住宅等の建築工事（施工管理等）、土木工事等）、従業員31名、福山市［事業参加時点／平成30年5月現在］

【取組報告者（社内推進担当）】常務取締役　岡田 一真 氏

平和建設 株式会社平和建設 株式会社

【モデル実践事例1】平和建設 株式会社
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基
本
情
報 

業種 建設業 創業 明治 15 年 
所在地 福山市川口町 1 丁目 16－35 
従業員数 従業員数︓31 名  [内訳] 男性︓28 名  ⼥性︓3 名 
事業概要 店舗・住宅等の建築工事（施工管理等）、土木工事、取引先事業所内の建設全般 等 

就
業
状
況 

平均所定外労働時間（H29） （常用雇用者一⼈あたり）20.4 時間/⽉  
年次有給休暇の平均取得率（H29） （常用雇用者一⼈あたり）25.0 ％  
総実労働時間（H29） （常用雇用者一⼈あたり）183.8 時間/⽉  （正社員一⼈あたり）198.2 時間/⽉ 

 
 
 
 
○ 明治 15 年に岡田組として創業。戦後の平和な社会の建設に貢献しようという信念のもと、昭和 24 年に社名を 

平和建設株式会社として法⼈化。土木工事からスタートし、現在では一般住宅から店舗開発、公共工事まで幅広
く施工する総合建設会社として成⻑。また、⼤⼿鉄鋼土建関連企業などと取引があり、これらの取引事業所内で駐
在勤務している社員は全従業員の約半数を占め、多方面で活躍している。 

○ 現在の⼈員構成は中堅層が少なく、若⼿とベテラン社員に⼆分され、⼈員不⾜もあり、⼊札や工事受注も抑制的
に進めなければならない状況。当社では、他の建設業界の中小企業と同様に、年次有給休暇の取得率向上や⼈
⼿不⾜の解消、施工管理技⼠などの有資格者を増やす（育成する）ことも課題となっている。 

 【平成 29 年度まで（事業参加前）の取組】 
・ 事業所（駐在勤務先）の勤務体系に適した休日カレンダーの運用（柔軟な勤務） 
・ 多様な⼈材の受け⼊れ、定年後の再雇用 
・ ノー残業デーの実施 

○ ここ数年で、中堅層の退職者が出ており、戦⼒化した後の⼈材流出は会社にとって痛⼿となっている。 
○ 資格取得祝い⾦（一時⾦）や勉強の場所を提供するなどの能⼒開発支援はあるが、「個⼈の取組任せ」となって 

おり、全社的な技術⼒の底上げに時間がかかっている。 
○ 労務管理（出勤・退勤）は社内の記録簿で⾏っているが、現場へ直⾏することもあり実態が正確に把握できてい

ない。残業の事前申請も個⼈により考えが異なり機能していない。（仕事が遅いのは個⼈の能⼒の問題という意識
があり、残業や休日出勤を管理する必要性を感じていない＝会社の問題ではなく、個⼈の問題として捉えている。） 

○ それぞれの技術者が個々の現場で仕事をしており、各従業員の技術レベルの習熟度が把握しにくい。 
また、工事の場所や工期が異なるため、全員一律の指導、教育が困難。工事の完了成果は⾒えるが、取組過程

（プロセス）は個⼈任せとなっているため⾒えにくい。（組織として各自の課題を把握しにくい。） 
○ 企業の歴史が⻑い一方で、「慣れ」により、業務を改善していく意識が低い。 
○ 現場管理者は、協⼒業者が土曜の施工も希望しているため、工程指示や安全管理のため出勤しなければならな

い状況。 
○ 建設業界の若者離れ、⼈材不⾜は深刻で危機的な状況にあり、即戦⼒の中途採用もほとんど⾒込めない。新卒

者の採用活動は、社⻑自らが学校訪問を繰り返しているが、内定辞退者もおり計画通りに進んでいない。 
○ 創業 200 年企業を目指すためには新たなブランディングの構築が必要で、戦略づくりと次世代育成が⼤きな課題。 
  地方で生き抜くためには、多様な⼈材が活躍できる土壌を持つ「農業的経営」の視点（種から育て、根がしっかりと 

張ってから花が咲き始める）が重要であると考えている。 
 

１ 会社概要（H30.5 月現在） 

２ 今回の取組（事業参加）の背景等 

【モデル実践事例1】平和建設 株式会社
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✓ 職人集団のため個別での活動が当たり前となっていることから、まずチームで働き方改革に取り組む意識付けに努めた。 

 具体的には、全従業員対象の意識改革研修で「チームで連携」について話し合い、定期的な部会で現場の進捗を共有した。 

✓ ベテランの技術を見る（教わる）、若手のキャリアアップを応援する、という組織の上下がお互いに関心を持つ仕組みを導入。 

✓ 建設業界の常識に捉われずに、長時間労働の削減、適正な工期設定、生産性の向上などの実現に向けて、「週休 2 日のチャレ

ンジ現場」を試行することで、まずは自社の課題を把握できるように取り組んだ。 

✓ 部門や取引先事業所への駐在勤務により勤務体系や職場環境が異なるため、それぞれでテーマを決め主体的な取組となるよう 

にした。 

 
 

（１）全体の取組過程 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 取組内容の概要 

 具体的な取組の工夫 

備考
5〜6⽉ 7〜9⽉ 10〜12⽉ 1〜3⽉ （記載頁）

・従業員の意識を捉え、課題を確認

・経営者と従業員の意識差等から課題分析

② ・取組の方向性の整理 P5

・推進担当者、中心メンバーの決定

・駐在事業所の責任者や部門別の責任者も
　加えたプロジェクトチームの⽴ち上げ（実⾏者）

① ・今期の取組目標・実⾏プランを策定 P7

・キックオフ研修で社⻑自ら、取組方針を社内で宣⾔
 (キックオフセミナーの場を活用) P8

・事業ビジョンの⾒える化（200年企業への挑戦）
・経営理念の更なる浸透 P8

・⾼齢技術者のマイスター制度（活躍推進）

・若⼿育成メンター制度

・障がい者の技術取得支援制度

－ ・従業員の意識改⾰のため全社集会で研修実施 P8《再掲》

・有給休暇チケット配布による取得促進

・有給奨励日の設定（年末年始の連休取得）

・ノー残業デーの⾒直し
・定例会議開催（課題共有・環境整備）

・タイムリーな勤務状況を把握するための⾒直し

・職場連携親睦会（全従業員と協⼒業者参加）
・経営者によるイクボス宣⾔（多様な社員の活躍）

【⼯務部・営業部】
　チャレンジ現場の試⾏、
　ＩＴツール活⽤・事務支援

・ＩＴツール活用、施工状況の共有、スキル向上支援
・若⼿と中堅による週休2日のチャレンジ現場
・営業員による工務事務作業の補完支援

Ｐ12〜13

【駐在部門】
　業務の標準化
　作業環境の⾒直し

・⾒積などの標準化、統一による効率化
・マイスター社員による若⼿育成（スキル習得シート）
・計画的な作業体制の管理、作業環境の⾒直し

Ｐ13

【経理部】
　多能⼯化の推進

・定例業務を棚卸し、経理業務の効率化や
　ローテーションで多能工化を推進 Ｐ13〜14

・代休取得促進制度（Ｗありがとう）の導⼊

・「働く⼈が⾒える」自社ホームページの⽴ち上げ

・個⼈の成⻑意欲と会社の発展に繋がる資格取得
　支援制度の⾒直し（⼿当支給・学習機会の確保）

・現場ごとの工夫や業者連携などの詳細を記録

③ 従業員アンケート調査（事後）
今期の取組成果を統括、今後の取組方針確認 Ｐ15〜16

点
検
・
⾒
直
し

【
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
４
】

環境整備、魅⼒発信

スキルアップ支援、やりがい向上

Ｐ14

Ｐ14

①

②

実績・成果、
今後の取組⽅針の整理

P4

⽅針の明確化

取組目標設定・実⾏プラン策定

推進体制の整備

キックオフセミナー《再掲》

会社のあるべき姿を実現する
制度の導⼊

現状把握
（従業員へのアンケート・
　ヒアリング調査等）

P6

P9

トップ・会社からのメッセージ発信

意識を変える、制度利⽤等を
促すための⼯夫

②

⾏
動

【
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
３
】

③

業
務
改
善

《
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
》

P9~10

Ｐ10〜12職場環境の整備

段階

準
 

備

【
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
１
】

仕
組
み
づ
く
り

【
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２
】

内容
スケジュール

項目

①

③

①

③

②
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② ⽅針の明確化  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
【会社の理念、⾏動基準】 

・ お客様、福祉化社会に貢献する / 社員、家族の幸福を実現する 
・ インテグリティ（誠実性の）基準 《⾏動基準》︓ 

平和建設は、良き企業市⺠として社会に融和･貢献し、社会的責任を果たせるよう努めます。 
私たちは、どうすれば社会に役⽴てるのかを常に考え、関係するすべての⼈々に迷惑をかけず、利益を提供できるよう 

に努⼒します。 
 

【働き⽅改⾰を通じて何を達成したいか】 
・ 創業 136 年を迎え、200 年企業を達成するための土台作り 
・ 次世代のリーダー育成（体制づくり） 
・ 建設業界の常識（休みが少ない）を変えるための仕組みづくり 
・ 従業員の「働きがい」向上の実現、スキル向上を目指す意欲の⾼い⼈材作り 
・ 技術伝承、⼈材育成に向けた風土改⾰ 

 
【今後の⽅向性】 

 
■ 中堅社員の比率が低く、ここ数年で⼊社した若⼿社員の育成が急務となっており、従業員対象のサーベイ調査や 

ヒアリングにおいても取組優先事項となっている。 
■ 「休まない・休めない」が当たり前の風土になっており、「これが建設業界の働き方」として定着している。 

このような意識を変化させ、⻑時間労働をしないよう勤務管理するための準備が必要。 
 
   ・若⼿育成の仕組み、スキルＵＰしたいと思えるような制度づくり 
   ・地方で生き残る、事業を継続していくための、多様な⼈材を活かす組織づくり 
   ・健康的に働き続けることのできるワーク・ライフ・バランスの追求 
 
１）育成のモデルチームをつくり、成果と課題を可視化し、自社にあった⼈材育成の仕組みを構築する 
２）有給休暇の取得を意識付けさせ、計画有給（会社主導）の実施で徐々に変化を促す 
３）週休 2 日のチャレンジ現場を設定し、工期中に自社の課題を洗い出す 
４）改善活動を通じ、業務の慣れからの脱却を目指す 
５）会社の理念を従業員に分かりやすく示し、時代の変化にあわせた「ミッション・ビジョン・バリュー」を再構築する 
６）多様な組織であることを明確にした制度づくりで「働きがい」を向上させる。 
７）「働く姿が⾒える」新たなホームページを作成し、自社の特徴や魅⼒を発信し⼈材採用⼒を⾼める。 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 具体的な取組の工夫 

【働き方改革の取組方針】 

『 ビジョンを見える化した「働きがい改革」 』 

  休暇の取得や長時間労働の削減などの環境整備「働き方」だけではなく、会社が思い描く 

ビジョンを明確にし、共通の目標と目的意識「働きがい」の改革に取り組みます。  

そして業務の効率化、個人のスキルアップ、組織全体の連帯感を高める事によりお客様に 

喜ばれる技術、サービスの更なる向上を図ります。 

 
✓ 多様な社員の「働きがい」の向上に繋げるために、3 つの方向（会社からの発信力、仕事のモチベー 

ション向上、連帯強化）から必要な施策を検討し、会社が掲げるビジョンの見える化に取り組んだ。 

✓ 課題である低調な有給休暇取得率を向上するため、意識と制度の両面で支援していくことにした。 

✓ 「週休 2 日現場のチャレンジ」という分かりやすい取組を実施した。 

✓ これまでの「個別で経験を積み重ねながら成長する」やり方から「組織で仕事に当たる」「組織で 

人材を育成し技術を伝承する」仕組みづくりを目指した。 

【モデル実践事例1】平和建設 株式会社
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③ 推進体制の整備  
 
 
 
 

 
 

【取組開始時の狙い】 
■働き方改⾰に本格的に取り組む第一期は、担当役員と総務責任者、中堅リーダーが中心となり、組織改⾰、風土改善に取

り組むことで、経験を積ませたい。 
 

【体制の⾒直し】 
■一部の推進者の取組では全体を巻き込む⼒が不⾜してしまう懸念があり、これまでの働き方（土曜・祝日の施工）が当たり

前と考えているベテラン従業員の協⼒が得られない可能性がある。また、調査サーベイの結果から、ベテランから若⼿への技術
伝承も重要な課題になっていることも踏まえ、各部門の責任者もプロジェクトメンバーに加えることにした。 

 
【役割と体制図】 

■働き方改⾰の推進委員（中核メンバー）は組織の次世代を担う⼈材が担当し、⼊社数年の若⼿⼈材を巻き込むことや、 

 全社的な意⾒の集約、プロジェクト運営の統括者としての役割を持たせた。 

■各部門の責任者をプロジェクトチームのサポーターとして任命し、部門ごとで取組内容を検討し実⾏を促す役割とした。 

 

 具体的な取組の工夫 

✓ 取組の準備期間（初期）は担当役員と総務責任者、工務部の中堅リーダーの 3 名を選任。 

この 3 名で協議を進めていく中で、駐在事業所の取組も推し進める必要があると判断し、新たに部門 

や事業所の責任者をプロジェクトメンバーとして追加召集。（中期からはプロジェクトメンバー体制） 

【モデル実践事例1】平和建設 株式会社
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（３）【STEP２】 「仕組みづくり」フェーズ 

① 取組目標設定・実⾏プラン策定  
○ 全社的な目標、会社の目指すべき姿（働き方改⾰）を達成するために、取組目標・実⾏プランを定めた。 

【取組目標】 

項目 内容 現状値 
（H29 年度） 

目標値 
（H30 年度） 

⻑時間労働の削減  総実労働時間の削減 

（正社員一人あたり） 198.2 時間/月 190 時間以下/月 

休暇取得の促進 年次有給休暇の平均取得率の向上 

（常用雇用者一人あたり） 25％ 40％以上 

業務改善 ・週休 2 日のチャレンジ現場による工程管理の見直しや協力業者との連携強化 

・ＩＴツール活用による作業の効率化、業務改善など 
 
【実⾏プラン】 平成 30 年度の重点実施項目 

項目 内容 主担当 時期・目標 

１ 会社からの発信⼒ＵＰ 

・ビジョンの⾒える化 
①経営方針やビジョンをより分かり 

やすく従業員に示すこと。 
②会社の取組内容、制度導⼊の 
  意図や目的を丁寧に伝える。 

経営者 〜Ｈ31.3 

２ 仕事のモチベーションＵＰ 

・制度の⾒える化 
①資格取得支援制度の⾒直し 
②若⼿育成メンター制度の運用開始 
③⾼齢者,障がい者などの活躍推進 

・成⻑の⾒える化 
④スキルチェックシートの作成と評価 

総務部 
工務部 他 〜Ｈ31.3 

３ みんなとの連帯感ＵＰ 

・仕事の⾒える化 
①業務の棚卸 
②事業所ごとの業務改善 

・情報の⾒える化 
③タブレット、アプリ等 IT ツールの活用 
④定例会開催、新たな HP の作成 

各部・事業所 
推進本部 〜Ｈ31.3 

 

○ 部署・事業所（工務部、営業部、経理総務、駐在事業所）ごとで計画書を毎⽉作成して改善の取組を実施。 
   ・営業部／ 工務社員の業務補助（事務分担）、営業業務のスケジュール管理⾒直し など 
   ・工務部／ 現場業務の効率化（ＩＴツール導⼊）、残業削減、有給取得の徹底、業務連携 など  
   ・事業所／ 作業チェックリストとスキルマップ一覧の作成 、作業環境の整備、事務作業の標準化 など 

・経理部／ 経理業務の多能工化、経理事務の⾒直し（効率化）など                                        
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② トップ・会社からのメッセージ発信  
【キックオフ研修の実施】 
○ トップからのメッセージ発信として「創業 200 年企業を目指す決意」と 

その実現のための第一歩として、働き方改⾰に取り組むことの意義や 
協⼒を全従業員に訴えた。 

○ 推進チームと経営者層が事前に協議し、まとめた今期の取組テーマや 
施策の概要を説明して理解を求めた。 

○ 研修では特に意識改⾰を目的として働き方改⾰の本来の意図や 
時代背景を丁寧に説明し、自社が目指す働き方の姿を共有し、 
働き方改⾰関連法についても学習する機会とした。 

○ 事前のアンケート調査結果（低調な有給取得率など）も伝え、自社 
  の現状も共有。また、改⾰取組のスタート（着⼿）の機会となるように 

部門別で課題を分析し、改善提案の発表時間も設けることにした。 
項目 内容 

時期、時間 平成 30 年 8 ⽉中旬、3 時間 
対象者 全従業員 

内容 

《前半》 
・社⻑によるトップの思い、取組目標の説明 
・外部講師によるセミナーの実施 
（働き方改⾰の社会的背景、会社が取り組む理由、 
  業務改善や効率化の考え方と自⼰チェック） 
《後半》 
・グループワーク「生産性向上を目的とした業務改善の 
 実⾏策の討議と発表」 

 
【会社ビジョンの⾒える化（200 年企業への挑戦）】 
○ 平成 17 年に部課⻑を中心としたプロジェクトチームで⾏動指針・方針をとりまとめた「インテグリティ基準」を策定。 

■今回のアンケート調査結果で、「会社は 5 年後、10 年後の将来像（ビジョン）を明確に示している」についての評価が低く、 
 インテグリティ（誠実性の）基準の内容には賛同しているが、自分の⽴場に置き換えることが難しいなどの意⾒が⾒られた。 
■「社員一⼈ひとりを⼤切にして、仕事のやりがいを提供する」 「社員一⼈ひとりの個性を尊重し、能⼒を適正に評価します」 
 などもインテグリティ基準に明記しているが、具体的には何を意味するか分からないといった従業員の声もあった。 
    従業員の声《取組実施前の従業員アンケート・ヒアリング結果》 
     ・インテグリティ基準の内容を理解していますか ⇒ 理解している︓32.1％  やや理解している︓46.4％ 
     ・インテグリティ基準を⾏動レベルで実践していますか ⇒ 実践している︓3.6％ ある程度実践している︓64.3％ 

 
○ 会社のミッション・ビジョン・バリューを再度とりまとめ、どのような姿を目指しているか、若⼿社員にも分かりやすくした。 

 

↑これまでは⾏動指針の列記 

1）社会における会社の使命・目的。 
２）ミッションが実現した際の姿。 
  「お客様の暮らし方」「社員の生き方」 
     「組織の様子」を日常シーンに 
    落としこみ、その具体的な姿を明記。 

3）これまでの⾏動指針、 
    価値基準のインテグリティ。 

イラスト解説付のカルチャーブックも作成 

3 部構成で再編集 

【モデル実践事例1】平和建設 株式会社
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③ 会社のあるべき姿を実現する制度の導⼊  
【会社としてあるべき姿＝ミッション・ビジョン・バリュー】 

■良き企業市⺠として社会に融和･貢献し、社会的責任を果たす（地域社会との融和） 
■社員一⼈ひとりを⼤切にして、仕事のやりがいを提供する（多様な⼈材が活躍している会社） 

 
【実現のための制度導⼊】 

1）高齢技術者のマイスター制度 
職⼈集団の強みは技術⼒の⾼さであるが、それぞれが現場経験を積み重ねるスタイルが定着していた為、技術伝承や若⼿ 

  の育成に関心が弱く、課題となっていた。このような課題の解決と⾼齢社員の新たな「やりがい・生きがい」づくりとして、技術⼒ 
の⾼いベテラン社員をマイスターとして任命し、若⼿育成を目的にこれまでの経験や知識を共有する研修会を実施した。 

 
2）若⼿育成のメンター制度（週休 2 日のチャレンジ現場でテスト導⼊） 

若⼿社員と中堅社員のパイロットチームで取り組む週休 2 日の「チャレンジ現場」でメンター制度を導⼊。施工管理のアド 
バイスやフォロー以外にも、週休 2 日での完工を目指すために、協⼒業者との信頼関係作りや日常生活のすごし方などの 
細かな サポートも必要と考え、あえて（※）直属の上司を支援者として任命した。 

・⼆⼈体制で週休 2 日現場の課題に⽴ち向かい、若⼿の成⻑も促す。 
・施主の理解を得ながら、協⼒業者と綿密に打ち合わせを⾏い、今後の施工管理の課題を整理する。 
・自社の現状に合わせたメンターの仕組み（直属の上司も含めた連携体制、育成支援の定着）を確⽴する。 

    （※）一般的なメンター制度は上司以外の先輩社員が新⼊社員や若⼿社員の悩み相談に乗って解決のサポートを⾏うもの 

 
3）障がい者の技術取得支援制度 

「多様な⼈材が“在籍している”職場」から一歩先に進めるため、申請により勤務時間内で資格取得などスキルアップの学習 
時間を認める制度を新たに導⼊。多様な⼈材を会社としてじっくりと育てていく“農業的経営の視点”（種から育て、根がしっか
りと張ってから花が咲き始める）の制度を導⼊することで、「多様な⼈材が“活躍”している職場」を目指す。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（４）【STEP３】 「⾏動」フェーズ 

① 意識を変える、制度利⽤等を促すための⼯夫  
 
 

 
 
 
 

 具体的な取組の工夫 

←マイスターによる定期的な 
指導・研修会の実施 

若⼿育成の面談→ 
チャレンジ現場指導  

✓ 各自が有給休暇の取得を意識できるようにした「有給休暇チケット」の配布と、会社主導の計画有給

休暇で年末年始を中心とした長期休暇にすることで、休暇取得のメリットを感じられるようにした。 

【モデル実践事例1】平和建設 株式会社
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【取組前（課題）】 
・ 現場の管理者として工期を守ることが優先事項であり、作業の遅れは自らの労働時間でカバーしようとする考えが定着。 
・ 休日出勤の振替取得も十分でない状況。（リフレッシュや健康管理より仕事が優先） 
・ 「現場を任せている」各自の考えを尊重し、勤務調整を任せた結果、年間の有給取得率が 25％（平成 29 年度） 

 
【取組内容】 

・ 意識改⾰の観点から、有給休暇の取得を意識できるよう、まずは 5 日分の「有給休暇チケット」を作成し各自に配布。 
・ 比較的に業務調整しやすい年末年始に通常の休暇に加え、その前後に計画有給を会社主導で設定。 
・ 取得率の低い社員に対しては、取得できない状況を個別面談で聞き取り、会社として解決に当たる 

 
【取組後（実績・成果）】 

○全従業員の有給取得率／ 
（Ｈ29）25％⇒（Ｈ30）44.1％ にＵＰ 

○年間の有給取得 0〜3 日の社員／ 
（Ｈ29）60.6％⇒（Ｈ30）6.1％ に減少 

 
従業員の声 《取組実施後の従業員アンケート・ヒアリング結果》 

・ 今年の年末年始は 10 連休でリフレッシュすることができた。 
・ 現在 2 級建築⼠の資格を持っているが、更に上位資格にチャレンジしたい。 
・ オフは小中学生に剣道指導、今後は海外旅⾏など様々な経験をしたい。 
・ 週休 2 日の完全実施や年休取得率改善に向けての課題が整理できた。 

 

② 職場環境の整備  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

《取組項目１》 ノー残業デーの⾒直し、定例会議（⼯務部門の部会）の開催 
 

【取組前（課題）】 
・ 工務（建築・土木）部門の各現場でバラバラに勤務しており、ノー残業が実施できているかチェックできない。 
・ 工事の進捗が優先され、工事記録などの事務処理は帰社後となるため、早帰りが徹底できない。 
 （勤務時間内は現場で活動し、残業で事務処理する流れに陥っている） 

 
【取組内容】 

・ ⽉末のノー残業デー実施日の夕方早めに、工務部会を設け、特別な事情がない限り全員参加とする。 
・ 部会終了後は、速やかに退社する流れに変更。 
・ 部会ではそれぞれの現場の進捗共有や報告、業務改善や効率化などについても話し合う。 

 
【取組後（実績・成果）】 

○所定外労働時間の削減／月平均 17 時間の削減（対前年度比︓正社員一⼈当たりの集計） ※次頁の取組項目２とセット 
 

従業員の声 《取組実施後の従業員アンケート・ヒアリング結果》 
・ 部会の開催により、ＩＴツール導⼊の検討や準備も進み、工事台帳などの事務作業も効率化できた。 

 具体的な取組の工夫 

✓ ノー残業デーの実施日の夕方早めに定例会議（工務部門の部会）を設けることで、これまで各現場で 

徹底されていなかった早帰りを実効性のあるものとした。（会議終了で一斉退社） 

✓ 建築・土木の現場では、工事により直行勤務となる場合や、取引先事業所内の駐在勤務では、管理者 

不在の夜勤となるケースもあり、クラウド型の勤怠管理システムに変更。勤務時間のタイムリーな集計 

が可能となり、残業の抑制に繋げた。 

✓ 建築・土木の現場では、期日内の完工には社員の努力だけでなく、協力業者との連携や調整も必要。 

工期の遅れに繋がる事故を未然に防ぐ対策も重要となるため、全社員と協力業者合同で勉強会＆親睦会 

を実施。 

有給休暇チケット→ 

【モデル実践事例1】平和建設 株式会社
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《取組項目２》 タイムリーな勤務状況を把握するための⾒直し 
 

【取組前（課題）】 
・ 工務（建築・土木）部門では、工事現場から直⾏直帰になることや、一⼈現場（施工管理者として担当）となることも 

多く、勤務状況が⾒えにくい。 
・ 工務（建築・土木）部門の工事現場では、天候の影響により勤務調整せざるを得ないこと、取引先事業所内の駐在勤 

務では、日により担当現場が変わり、夜勤などもあることから、全従業員の勤務状況を確認・集計に時間がかかってしまう。  
(勤務体制の確認に⼿間取り、配置等の調整が遅れ無駄な残業が発生してしまうことがある）  

【取組内容】 
・ 残業申請のルールを経営者と管理者で再確認。従業員からも実態を聞き取り、より適切なルールについて話し合い、意識 

を⾼めた。 
・ クラウド型の勤務管理システムに変更し、直⾏勤務者、事業所内勤務者等のオンタイム勤務状況が確認できるようにした。 
・ ⽉間の残業時間の上限を決め、その制限に近づいた場合、該当の従業員、管理者、経営者に警告のメールが通知される 

ように設定し、総務管理者による面談指導、状況の聞き取りも実施。  
【取組後（実績・成果）】 

○所定外労働時間の削減／月平均 17 時間の削減（対前年度比︓正社員一⼈当たりの集計） ※前頁の取組項目１とセット 
 

従業員の声 《取組実施後の従業員アンケート・ヒアリング結果》 
・ 突発的な追加工事の場合でも、事後報告ではなくクラウドによる事前申請で確認できるようになり、応援体制も即座 
に敷けるようになった。 

 

《取組項目３》 職場親睦・安全大会と経営者によるイクボス宣言 
 
【取組前（課題）】 

・ 各従業員がそれぞれの現場や駐在事業所で働いており、勤務時間や職場環境が異なっているため、社員間のコミュニケー  
 ションが不⾜。互いに現在の状況が分からず、全社的な意思統一の場も少ない。（会社方針なども伝えることができない） 

 
従業員の声 《取組実施前の従業員アンケート・ヒアリング結果》 

・ 困った時に職場内で助け合う習慣（従業員の評価が低い） 
・ 気軽に相談できる⼈や、意⾒交換できる場（従業員の評価が低い） 
・ 職場環境や労務上の問題を話し合う機会（従業員の評価が低い） 
・ 経営者層は、自社の 5 年後 10 年後の姿、ビジョンを示している（従業員の評価が低い） 
・ 働き方改⾰の取組優先事項／「若⼿」「⼥性」「⾼齢者」の活躍推進（従業員の意⾒が多い） 

 
【取組内容（1）職場親睦・安全大会】 

・ 職場内の円滑化や連携強化だけでなく、協⼒業者との関係強化も重要事項。 
従業員や職⼈の安全意識を⾼め、チーム平和建設としてお互いが支え合うこと 
を確認する場とした。 

   ■安全⼤会（安全表彰、安全スローガンの発表） 
   ■職場円滑化のための意⾒交換会 
   ■親睦会 

 
【取組内容（2）経営者によるイクボス宣言】 

・ 経営者の考える組織のあるべき姿、創業 200 年企業を目指すための指針や⼈材活躍推進について発信「イクボス宣⾔」。 
   ■創業 200 年企業を目指すために、社員の多様性を認め推進していく。 
   ■週休 2 日のチャレンジ現場の試⾏を通じて組織課題を洗い出す。 
   ■SDGs in 川口町 宣⾔（国連で策定された「持続可能な開発 

目標」を平和建設は地元密着で取り組んでいく） 
 
 
 
 

 

「イクボス」とは、職場で共に働く部下・スタッフのワークライフバランス（仕事と家
庭の両⽴）を考え、その⼈のキャリアと⼈生を応援しながら、組織の業績も結果
を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司（経営者・管理者）
のこと。  【イクボス同盟ひろしまＨＰより】 

【モデル実践事例1】平和建設 株式会社
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■元請との施工スケジュールを綿密に打ち合わせ。 
（元請も土日休みについて推奨しており、理解がある） 
■中堅と若⼿でチームを組み、中堅社員に若⼿育成のメンター役を 

任命。技術指導、生活面のフォローを実施。 
■施工期間中は、協⼒業者（職⼈）と確認を繰り返し進捗管理。 

 

 
【取組後（実績・成果）】 

○上司・部下との間や、協⼒業者との間でのコミュニケーションが活性化  
従業員の声 《取組実施後の従業員アンケート・ヒアリング結果》 

・上司は普段から⾔っていることと⾏動が一致している／60.7％ 
・会社は、社内の重要な事柄や変化について、きちんと説明してくれる／57.1％ 

 

③ 業務改善 《各部門（ボトムアップ）の取組》  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

《取組項目１》 チャレンジ現場の試⾏、ＩＴツールの活⽤・事務支援（⼯務部・営業部） 
 

【取組前（課題）】 
・ ベテランと若⼿社員のスキル・経験差がある中で、担当者によって工期の差が発生。 
・ 元請（ゼネコン）からも徐々に、週休２日での工程管理を推奨されているが、経験不⾜もあり課題が整理できていない。 
  国が定めた建設業働き方改⾰加速化プログラムに沿って自社課題を明確にし、早めの対策と体制を築く必要がある。 
・ 住宅から店舗、寺社、公共施設、インフラ工事など幅広く施工。中には一⼈現場もあり、各従業員の仕事に対する責任感 

が⾼い一方で独⽴型の仕事スタイルは、「スキル向上」も「完工責任」も個⼈任せとなる場合もあり、建設ノウハウの蓄積や 
若⼿への技術伝承が思うように進んでいない。（比較的⼤きな現場では複数担当となるため育成可能） 

・ 現場での仕事が終わった後に、事務所に戻り進捗報告や工事記録などを作成しており、残業の要因となっている。 
 

【取組内容】 
１） 週休 2 日のチャレンジ現場の試⾏ 
  ○⼤⼿ゼネコンの下請けとして基礎・外溝工事を担当（施工期間 6 ヶ⽉） 
  ○体制︓中堅社員（施工管理者 1 名）、若⼿社員（1 名）、協⼒業者（職⼈ 35 名） 
  
 
 
 

 
  
   
 
２）ＩＴツールの導⼊ 
  ○工事の進捗記録、記録写真の管理、台帳作成などの事務作業を補助する 

ＩＴツール（専用タブレット端末）を導⼊し、現場で事務作業の一部が効率 
的に⾏えるようにした。 

３）営業部員によるサポート 
  ○全社的な有給休暇取得推進のために、工務部と営業部の連携強化として 
   事務分担を推進。比較的業務のスケジュール調整が柔軟に⾏える営業部員 

から工務の補助的業務や雑務などから徐々に取り組みを開始した。 
  ○施工部員が⼊院し、⻑期離脱した際もサポートを⾏った。 

 具体的な取組の工夫 

✓ 週休 2 日での完工を目指すチャレンジ現場を決め、その現場の担当を若手社員と中堅社員に任せる 

ことで、若手社員での全体管理等の課題を明確化。若手育成の場としての役割も持たせた。 

✓ 技術者中心で、ベテランも多いことから「個人の努力・技量」のみで課題を乗り越える風土があり 

 組織全体の課題に目を向けることが少ない傾向があるため、業務改善は「事業所・部門ごと」で行う 

ボトムアップ型の取組を徹底した。 

✓ 改善運動の初期は作業環境の整備や会社への要望などが多く、業務改善の意見は少なかったが、担当 

 業務に必要な「スキルチェックシート」を作成することにより仕事の棚卸しが進み、改善案も徐々に 

出されるようになってきた。（業務の棚卸し表の作成ではなく、仕事のチェックリストの目的で作成） 

【モデル実践事例1】平和建設 株式会社
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【取組後（実績・成果）】 

○週休 2 日のチャレンジ現場の成果とまとめ 
＜実績・成果＞ 

・ 期間中の残業時間 50％削減、休日出勤日数も約１／４日に縮減し完⼯（同程度の工事現場と比較） 
＜課題の明確化＞ 

・ 施工契約時（営業）の際に、施工主に対して、無理のない工程スケジュールを提案し、質の⾼い施工のためにも理 
解を得ることが⼤切であるが、協⼒業者と細かな調整・確認がより重要となった。また、工事の種類により適した職⼈を 
配置するなどの⾒直しも必要で、協⼒業者の特徴や実績などをまとめ、データ化することも検討することになった。 

・ 進捗管理では複数で意⾒を出し合い、最適な工程を検討する必要があるが、若⼿社員の一⼈現場では全体管理や 
臨機応変な対応が難しいことが改めて示された。（フォロー体制の整備も喫緊の課題に） 

・ 若⼿社員が多く、これまでも有資格者を増やすことはテーマとしていたが、週休 2 日などの現場が増えた際に資格者の 
確保はより重要。会社として資格取得支援策をさらに充実させる必要がある。  

○事務の効率化、相互補助、育成、意識改⾰など小さな積み重ねにより全体として 
・ 総実労働時間（常用雇用者一⼈あたり）︓ 

（Ｈ29）183.8 時間/月⇒（Ｈ30）163.7 時間/月 に削減 
・ 有給休暇取得率（常用雇用者一⼈あたり）︓ 

（Ｈ29）25％⇒（Ｈ30）44.1% にＵＰ 
○これまではＩＴツールの苦⼿意識があったが、定例会議（工務部会）で議論を 

重ね、全社的に取り組むことで活用者も増え、部員 13 名中 7 名が使用。 
 

《取組項目２》 業務の標準化、作業環境の⾒直し（取引先事業所内の駐在部門） 
 

【取組前（課題）】 
・ 取引先事業所内の駐在部門は、事業所内のぞれぞれの現場で勤務し、夜勤者もいるため管理者が全体の勤務状況を 

直ぐに把握することが困難。適切な⼈員配置や調整がタイムリーに⾏えず、無駄な残業に繋がることもある。 
・ 取引先事業所の独自ルール（構内の工事⼿順・安全確認ルール）があり、理解不⾜のため取引先から指摘を受けることがある。 
・ 工事⾒積の作成が担当者により異なる部分もあるため、調整や確認に時間がかかっている。 

 
【取組内容】 

・ 勤務管理表を⾒直し、出勤体制表の他に、⽉次工程や作業内容も加えた上で労務管理を徹底し、残業申請を厳格化。 
・ 事業所毎で環境改善のための定例会を実施し、ベテラン社員による知識・技術伝承のための研修も⾏った。 
・ ⾒積作成の適正や標準化のために、資機材の整理、単価の統一などの⾒直しを進めて情報共有した。 
・ 工程管理の⾒直しだけでなく、工具・機材の切り替えや導⼊も積極的に⾏った。 

 
【取組後（実績・成果）】 

○勤務管理表の作成が、新たな勤怠システムの導⼊に繋がりタイムリーな勤務状況の確認だけでなく、勤務実績データによる 
 勤務調整や駐在先のオーダーに応じた効率的な⼈員配置が可能に。 
○担当による⾒積誤差もなくなり、適正な価格設定と無理のない工程管理が可能に。 
 

従業員の声 《取組実施後の従業員アンケート・ヒアリング結果》 
・ 駐在の取引先の管理グループからの指摘も減っており、今後も継続して取り組みたい。 
・ 工具の切り替えや導⼊で作業を迅速化することができた。 

 

《取組項目３》 多能⼯の推進＜業務を棚卸し、属⼈化した仕事を⾒直し＞ （経理部） 
 

【取組前（課題）】  
・ 正社員 1 名とパート 2 名の⼈員構成で、担当業務が偏っている。 
・ 特に支払業務にかかる作業時間が多く、⾒直しが必要。 

 
【取組内容】 

・ 経理業務一覧表を作成（棚卸し）して、業務毎に各担当者ができる項目とできない 
項目を⾒える化し、計画的に引継ぎや育成指導を⾏う。（原則として、ひとりにしかできない業務をすべて⾒直し） 

・ 支払準備や作業の⼿順を⾒直した。 
 

【モデル実践事例1】平和建設 株式会社
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（１）実績・成果 
○ 若⼿社員と中堅社員のチームで「週休 2 日現場」にチャレンジし、施主の理解や協⼒業者への細かい工程管理を 
  徹底することで、残業や休日出勤を削減した上で、予定通りの工期で完工。 

今後も地域社会に貢献し続けていくためにＩＴツールの更なる活用などで生産性を⾼め、有資格者を増やし職場
の⾼齢化に備えるなどの課題が明確になった。 

○ 職⼈の集団組織（個別で働く）から、チームで働き育成する組織へ生まれ変わるために、若⼿社員の育成やベテ
ラン社員の技術伝承の仕組みを整えた（開始した）。 

○ 有給休暇チケットの配布や計画有給、ノー残業デーの⾒直しなどにより、休めない、休まないという社内に根付いて
いた考えや諦めから、徐々に働き方を変えることに意識が向き始めた。 

 
 

【数値の実績】 
内容 ①取組前 

（H29 年度） 
②取組中 

（H30 年度） 
差引②-① 

（H30－H29） 
・総実労働時間の削減（常用雇用者一⼈あたり） 183.8 時間/⽉ 163.7 時間/⽉ ▲20.1 時間/⽉ 
・総実労働時間の削減（正社員一⼈あたり） 198.2 時間/⽉ 176.6 時間/⽉ ▲21.6 時間/⽉ 
・所定外労働時間の削減（常用雇用者一⼈あたり） 20.4 時間/⽉ 8.6 時間/⽉ ▲11.8 時間/⽉ 
・年次有給休暇の取得促進（常用雇用者一⼈あたり） 25.0 % 44.1 % ＋19.1 ％ 

    ※H30 年度は、11 か⽉間（H30.4〜H31.2）での平均値 
 

【事業終了後の従業員アンケート調査結果（H31.3 調査結果）】 
質問項目 回答結果 備考 

良好な点 

より精度の⾼い仕事が出来るように、日々ノウハウを蓄積している 64.3% 「そう思う」、「ややそう思う」の回答割合 
必要ならば周囲も巻き込んで、効率よく業務を進めている 60.7% 「そう思う」、「ややそう思う」の回答割合 
上司は、責任ある仕事を任せてくれる 85.7% 「そう思う」、「ややそう思う」の回答割合 
今の仕事は、自分の成⻑につながっている 67.8% 「そう思う」、「ややそう思う」の回答割合 
（ビジョン実現に向け）今後も働き方改⾰を続けていく必要がある 85.8% 「必要」、「どちらかというと必要」の回答割合 

改善が 
必要な点 

職場では、業務全体が、無駄なくスムーズに処理されている 32.1% 「そう思う」、「ややそう思う」の回答割合 
⼈の育成はＯＪＴや研修などで効果的にしっかりと⾏われている 14.3% 「そう思う」、「ややそう思う」の回答割合 
介護と仕事の両⽴が可能 10.7% 「可能」、「ある程度可能」の回答割合 
経営層は納得のいく将来像（ビジョン）を示している 42.9% 「そう思う」、「ややそう思う」の回答割合 

 
【従業員の主な声】（○︓良好な点，●改善が必要な点） 

〇 週末の土曜日が休日でも当たり前のように工事の予定を⼊れていたが、スケジュールを調整し、ほぼ休めたと思う。 
〇 ひとりにしかできない仕事をなくすために他のメンバーが覚え、誰かが休んでもフォローできる体制ができてきた。 
〇 仕事と個⼈の時間のバランスが自⾝の裁量で調整できるようになり、働く楽しみも感じている。 
〇 職場のムードも明るくなり、全員が遠慮なく意⾒が発⾔できる職場になりつつある。 
〇 自分が今まで⾝につけたこと（スキル）を若⼿社員に伝えていきたい。 
● 子育てや介護と仕事の両⽴を整備する必要がある。 
● 働き方改⾰を進めていこうとする⼈と、拒否反応の強い⼈で温度差がある。新しい習慣をつくるまで⼤変だと思う。 
● ほぼ休日を取れている⼈もいれば、一部の⼈で休日出勤も⾒られるので差をなくす必要がある。 
● 早帰りして生活費が減るのであれば、何のための改⾰か分からない。 
● 慢性的な⼈⼿不⾜で若い⼈材が⼊社しない限り働き方改⾰は難しい。組織の⾼齢化に伴い、技術の伝承も課題。 

 

4  実績・成果，今後の取組方針 
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主な取組成果

取組の方針

事業（取組）期間 平成30年5月末～平成31年3月末

主な取組項目 長時間労働の削減、休暇取得の促進、コミュニケーション改革、業務改善

全員参加の生産性カイカクで未来のベースをつくろう！
業務の標準化と多能工化を図り、労働時間の削減でLifeの充実を後押しする。
生産ラインの標準化を図り、仕事の安定化と作業負担の削減によって、改革思考へと変化する。
従業員教育の充実で、仕事に対する正しい知識と判断力を養い、成長実感を持たせる。
営業部門と生産部門の連結で自社の強みを引き上げ業績を向上させる。

「営業」と「生産」が隣接する利点を生かせず、管理者と従業員の間にも壁
コミュニケーション不足により部門間連携が進まず、管理者のマネジメントや公平な評価に対する不満も

ボトムアップ力が弱く、社員が自ら考え、行動する主体性に欠ける
早帰り運動等トップダウンで進めてきたが、ビジョンが共有されず従業員主体の取組に結びついていない

営業部門も生産ラインも効率化が図れておらず生産性が低いまま
【営業】提案営業に充てられる時間が少ない　【生産】マニュアルがなく、一部設備は生産力が低い

管理者層と従業員、営業と生産の距離を近づけるコミュニケーション改革を徹底
●管理者は5分間面談や部門を超えたクロス面談を通して従業員との信頼関係を構築
●管理Gは「いいね！カード渡そう週間」や「宝探し開催」等の企画で改革をサポート
●社内インターンシップで部門を超えた情報交換を通じ、営業と生産部門の連携を強化

ポップジャパンらしい全員参加型カイゼン運動「働き方 PJサミット」の取組
●働き方改革をイベント化して楽しく学び、変えていく。商品でもあるPOP やのぼりで活動を
　盛り上げる
●9つのチームが方針を決め、カイゼン運動を開始。推進チームは「成功体験」を発掘
【営業】「なくそう運動」仕事を根本から見直し再設計
【クリエイティブ】“見えない時間”で自分を高める
【捺染】設備と部品と動きを変える
【転写】温度と速度の調整で品質を維持しながら効率化を図る

制度導入とルール（仕組みづくり）で長時間労働削減と休暇取得促進
●長時間労働者の個別管理の仕組み化、計画有休の設定と計画表に基づく個別指導

コミュニケーション改革でチームワーク好転。部署間連携の基盤づくりに成功
企画提案型の営業と顧客ニーズに応じた柔軟な生産対応など、付加価値事業への転換に向けた部署間連携の基盤ができた

全員参加型カイゼン運動で、生産部門の業務効率化が進展
生産性向上（人時生産性）捺染工程 8.6％増　転写工程 7.6％増（対前年比）

仕組みづくりと業務改善の相互作用で目標を大幅に上回る成果
●総実労働時間：20.6 時間／月削減（対前年度比一人当たり平均）
●有給休暇取得率：高水準の 84.1％に到達（対前年度比 26.0％UP）

取組前

今回の
取組

取組後
（成果）

●コミュニケーション改革が浸透。「管理者層と従業員」「営業と生産」の距離が縮まり、風通しの良い職場に。チーム
ワークも好転し、付加価値事業への転換に向けた部署間連携の基盤ができた

●全員参加型のカイゼン運動をイベント化した「PJサミット」により、従業員の自主的に考える力・工夫する力が向上
し、生産部門の業務効率化も進展

●長時間労働者の個別管理などの仕組みづくりと業務改善の相互作用で、目標を大幅に上回る長時間労働削減と休暇
取得率向上を実現

製造業（のぼり旗・幕などの製造）、従業員64名、広島市［事業参加時点／平成30年5月現在］

【取組報告者（社内推進担当）】経営企画室室長　大石 俊也 氏

株式会社 ポップジャパン株式会社 ポップジャパン

【モデル実践事例2】株式会社 ポップジャパン
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基
本
情
報 

業種 製造業 設⽴年 1974 年 12 月 
所在地 広島市安佐南区伴南 2 丁目 5-19-26 
従業員数 従業員数︓64 名  [内訳] 正社員︓53 名  ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ︓11 名 
事業概要 のぼり旗、幕などの製造 

就
業
状
況 

平均所定外労働時間（H29） （常用雇用者一人あたり） 20.9 時間/月   
年次有給休暇の平均取得率（H29） （常用雇用者一人あたり） 58.1％   
総実労働時間（H29） （常用雇用者一人あたり） 178.4時間/月  

 
 
 
 
働き方改革＝経営改革  『全社⼀体となって経営改革をしなければ生き残れない︕』                          
○ 広告もネットが主流となり、広告媒体としての「のぼり旗」の在り⽅も変化せざるを得ない時代が来た。ネット通販によるのぼ

り旗や幕の販売も一般的となり価格競争は激化。パチンコ業界が販促物の予算を大幅に削減する等、顧客の売上減も
⻭⽌めがかからない。平成28年に社名を「ポップヒロシマ」から「ポップジャパン」へ変更。クリエイティブ課も新設し、デザイン部
門の強化と攻めの提案営業へ舵を切ることで下請けからの脱却という経営改⾰に着⼿したところ。 
 【平成 29 年度（事業参加前）までの取組】 
・ 「イクボス同盟ひろしま」加盟（社⻑がイクボス宣⾔） 
・ 経済産業省「健康経営優良法人」認定 
・ 平成 29 年度下期より退社 20 時を徹底。半⽇有給休暇制度運用  

○ 一⽅、攻めの営業展開に伴い、付随して増大する事務負担の軽減が喫緊の課題となっており、営業と製造に（⼼の） 
距離があることから、営業と⽣産部門が隣接する唯一ののぼり旗メーカーとしての強みも活かしきれていない。 

○ 昨年度は「健康経営優良法人」も取得し、20 時退社を徹底する等、社内で残業削減や休暇取得の取組をすすめて 
 いるものの、ボトムアップ⼒が弱く、社員が⾃ら考え、⾏動する主体性に⽋けると判断した。 
○ そこで、専門家のサポートも受けながら、管理者層のマネジメント能⼒や従業員のスキルアップを図りつつ、全社⼀体

型の取組を開始したいと考え事業への参加を決意。 
 
 
 

（１）全体の取組過程 

 

✔ 全社一丸で働き⽅改⾰に取り組むため、まずは、社内の風通しを良くし、管理者層と従業員、営業と⽣産の⾒えな
い壁を取り払い、連携を強化するコミュニケーション改⾰を推進した。 

✔ 改⾰を楽しみ、工夫する「イベント型働き⽅改⾰」を徹底。9 つの全部門（チーム）が一堂に会してカイゼン運動を
競う『ＰＪサミット』を企画し実⾏。個人のモチベーションアップや不要な業務の削減、⽣産性の向上に結びつけた。
取組は⾃社商品のＰＯＰやのぼり旗を⽴てることで気運を盛り上げた。 

✔ ボトムアップ型のカイゼン運動は⾃然発⽣的には⽣まれない。ミドル層が随所で仕掛ける工夫をした。従業員の主
体性発揮や成功事例、成功体験を⾒逃さず、「発⾒」し「共有」し「広げる」努⼒を重ねた。 

    

１ 会社概要（H30.5 月現在） 

２ 今回の取組（事業参加）の背景等 

３ 取組内容の概要 

 具体的な取組の工夫 
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（２）【STEP１】 「準備」フェーズ 

① 現状把握 （アンケート・ヒアリング調査結果）  
 

✓ 現状把握は、憶測に頼らず、従業員へのアンケートやヒアリングを実施 
【主な着眼点】  ①経営者層と従業員の間で、意識やニーズ等にギャップがある項目は何か  

②マーケティング G と⽣産 G の満⾜度の違いにも注目 
✓ ヒアリング調査は、「マーケティング G」「⽣産 G」「縫製（パート）G」「管理者 G」で実施 
✓ 課題のみでなく、⾃社の強み（従業員の評価が高い項目は何か）も把握  

 
【アンケート調査結果】 
●経営者層と従業員との間での認識差が⾒られる項目 

・現場のマネジメントや会社に対する信用度（説明責任や誠実な対応）公平な評価（双⽅向性、公平な昇進） 
【経営者層は高いが従業員は低い】 

・両⽴の可能性「産後復帰」  【経営者層は高い（両⽴可能）と回答、従業員は低い（両⽴が難しい）と回答】 

・個人としての尊重や公平さ（双⽅向性、公平な昇進） 【経営者層で高く、従業員は低い】 
・認識（公正な評価や仕事配分）差による不満 【「⽣産」「縫製」で高く（不満大）、「マーケティング」部門では低い（不
満⼩）】  

●経営者層と従業員の両者とも評価が低い項目  
・業務効率や業務コントロール 【両者とも不⾜していると⾒ている】 
・育児⽀援や介護⽀援等の両⽴⽀援や⾃⼰啓発のための⽀援 【両者とも不⾜していると感じている】  

○従業員の評価が⾼い項目 《自社の強み》とみられる項目 
・仕事への誇りや仕事へのモチベーションや満⾜度 【特に「マーケティング」部門】 
・同僚との連帯感や助け合いの風⼟ 【困っている社員がいれば⼿を貸し、助け合う風⼟あり】 
・集中して仕事に取り組めている  

【ヒアリング調査結果 総括】 
・マーケティング G は仕事にやりがいを感じているものの、売上増や利益アップに繋がらないことに焦りや不安もある。 
 提案営業に費やす時間を増やしたいが、事務作業量が増大しているためジレンマも感じている。 
・⽣産 G は仕事そのものは好きだが、各人のモチベーションが低く、将来のキャリアビジョンが描けていない。⽣産 G メンバーに 
 対する経営者層の評価が低いと感じており、評価への不満も根強い。 
・縫製 G は、仕事そのものは好きだが、研修や⾏事参加が重荷になっているとの声多数（経営者層への反発） 
・管理者 G は経営改⾰に着⼿しつつも業績向上に繋がっていないことに忸怩たる思いがある。 
・各グループとも、マーケティング G と生産 G とで意識の齟齬があり、⼀体感がないとの認識がある。 

 
 
 
【抽出課題等】 （○︓良好な点、●︓改善を要する点） 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

○ 従業員は全体的に仕事そのものは好きで、仕事へのモチベーションンも高い。職場での連帯感もある。 
● 一⽅で、会社への信頼感は低い。特に公平性（⽣産 G で根強い）に疑念を抱いている。 
   ⇒評価制度の⾒直しと管理者のマネジメントスタイルの変更が求められている。 
● 職場の連帯感はあるが、マーケティング G と⽣産 G には大きな壁があり、そのことが会社の強みを引き下げているとの認識。 
  ⇒マーケティング G と生産 G の連結、全社⼀体となった改革が求められている。 
● 従業員は仕事に集中していると⾃⼰評価しているが、一⽅では業務改善や業務コントロールが不⾜していると⾒ている。 

マーケティング G と生産 G との連携強化と全員参加・ボトムアップ型のカイゼン運動が経営改革のキーポイント。 
改革の前提としてマーケティング G と生産 G、経営層と各メンバーとのコミュニケーション改善が必要との認識。       

 具体的な取組の工夫 

【モデル実践事例2】株式会社 ポップジャパン
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② 方針の明確化  
 

✔ 働き⽅改⾰は経営改⾰のベースであるとの認識から、第 29 期経営スローガンを、そのまま働き⽅改⾰のスローガン
にスライドした。 

✔ 従業員アンケートやヒアリング調査結果から抽出された課題「営業と⽣産の距離感」や経営改⾰を「トップダウンから 
ボトムアップ」へと矢印を変えるためには何が必要か検討し、「コミュニケーション改革」と「全員参加の業務改善運 
動」を取組の柱とすることに決定した。 

 
【経営理念】 

・ 責任と思いやりと元気を持ち続け、多品種・⼩ロット・短納期・高品質を提供いたします。 
  【ミッション】独⾃のアプローチで布の魅⼒を最大限に引き出し世の中に普及させる 

 
【働き方改革を通じて何を達成したいか】 

・ ポップジャパンらしく、楽しく学びながら変えていく取組とする。⇒POP や旗で盛り上げるイベント型働き⽅改⾰のモデル創出 
・ 活動そのものを標準化し成功事例として紹介。働き⽅改⾰パッケージ商品として顧客に提供できるようにする。 

⇒新たな商材サービスの開発へと繋げる。 
・ ⾃ら考え⾏動する社員を育成し、⾃分の職場は⾃分で良くする風⼟を創る⇒人材育成と風⼟改⾰ 
・ ⽣産ラインの効率化と⽣産性向上（モチベーションアップを図りながら⽣産性を高める）⇒業績向上 
・ ⽣産と営業とが連結しながら取り組む一体感 

 
 
【目標達成のためのプロセスとポイント】 

・変化の激しい時代、「現状の働き⽅や考え⽅では危機を乗り越えられない」との意識を全員が持つこと   
・経営者層と従業員、管理者層と従業員、営業と⽣産の距離を近づける    

キャリア＆ライフ宣⾔の声かけ運動の実施、社内インターンシップ活用   
・ボトムアップ型業務改善運動を企画し全員で実⾏する（ＰＪサミット）  
・⽣産ラインは機械を保全し業務マニュアルを作成。業務を標準化する。  
・進め⽅のポイントは、「①全員参加」「②楽しく進める」「③時間を大切にする」の 3 点                              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

【働き方改革の取組方針】  

                                                   
全員参加の生産性カイカクで未来のベースをつくろう︕ 
〜 業務の標準化と多能工化を図り、労働時間の削減で Life の充実を後押しする。 
〜 ⽣産ラインの標準化を図り、仕事の安定化と作業負担の削減によって、改⾰思考へと変化する。 
〜 従業員教育の充実で、仕事に対する正しい知識と判断⼒を養い、成⻑実感を持たせる。 
〜 営業部門と⽣産部門の連結により、⾃社の強みを引き上げ業績を向上させる。 

 具体的な取組の工夫 

意識改革 
       ⇓ 

コミュニケーション改革 
       ⇓ 
     業務改善 
       ⇓ 
時間の創出、幸せの実感 

【モデル実践事例2】株式会社 ポップジャパン
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③ 制度の導⼊  
○ 非正規社員を正社員に転換している実績などはあるものの、制度化できていなかったため、多様な人材が意欲的に働き

活躍できるための様々な制度を導入し、導入した制度が有効に活用されるための⽀援を実施した。 
制度名 狙い 内容・備考 

障害者 
短時間正社員制度 

障害者の特性を正しく理解し、モチベーション
を高めながら戦⼒化する。 

当制度とメンターによる育成プログラムを組み
合わせて⽀援 

リハビリ勤務制度 メンタルヘルス不調者の職場復帰可否判断
と早期職場復帰と定着 

リハビリ期間３週間は処理業務を中⼼にし
負荷を下げ、徐々に内容を変更していく 

再雇用制度 出産、育児、介護で離職せざるを得ない 
社員の職場復帰を容易にする 

勤続1年以上で退職時・退職後に再雇用を
希望する者は⾯接試験を実施し再雇用 

モバイルワーク制度 顧客先や移動先で業務が出来るようにする
（多様な働き⽅の実現） 

活動目的やセキュリティ対策について明示 
対象者を明確にし、柔軟な働き⽅をサポート 

定年後の再雇用制度 高齢者の⽅の活躍を促進する 定年再雇用の延⻑ 65 歳⇒70 歳 
 
■制度活用の事例■  障害者が働きやすい制度と障害者育成プログラムの組み合わせ        
【取組前（課題等）】 

・ パートとしての採用。本人のモチベーションも低く、潜在的な能⼒が活かせていない状態 
 

【取組内容】  本人、メンター、同僚 ３者が一体となって変⾰ 
・障害者が働きやすい制度を導⼊                            

 ■障害者短時間正社員制度  
 ■時差出勤制度（始業 11 時からの時差出勤）  

・メンターが個⼈ごとの育成プログラムに沿って４つのステップで指導  
 ■本人だけでなく仲間を巻き込むことがポイント 

・メンターが障害者個⼈に合った今後の育成方針を提案し実⾏ 
  ■苦⼿な業務を減らし、得意な業務（パソコン仕事等）を増やす 
  ■フォロー体制を⾒直す（コミュニケーションの取り⽅を変える）  

【取組後（実績・成果等）】 

 
 

（4）【STEP3】 「⾏動」フェーズ 

① ルール導⼊（⻑時間労働削減・休暇取得促進）  
 

✔ 残業が 30 時間を超過するとアラート（警告）が発令する仕組みを導入。 
検出（アラート）⇒報告（⾯談依頼）⇒⾯談実施 の流れを徹底するとともに、業務改善を同時に進めることで、
残業月 30 時間以上の⻑時間労働者が激減 《H29︓延べ 127 名 ⇒ H30︓延べ 28 名 （99 名減）》 

✔ 従業員全員を対象に、年 5 ⽇間の計画有休休暇制度を導入。併せて、個人ごとの有休計画表を作成し、きめ細
かな個別指導を⾏うことで、取得率の低い従業員の意識を変え、目標以上の大幅な取得率アップに繋がった。 

  《有給休暇取得率 常用雇用者一人あたり平均 58.1%（H29） ⇒ 84.1%（H30）（26%増）》  

 

《取組項目１》 ⻑時間労働削減のための仕組み（ルール）の浸透 
【取組前（課題等）】 

・ 管理部が所定外労働時間数を個人別残業一覧表で管理。月 30 時間以上の残業を⾏う従業員が多く発⽣。 
 

〇プログラムに基づく指導を経て、正社員登用。本⼈のモチベーションも上がり、イキイキと活躍。貢献度も⾼くなった。（従業員の成⻑と幸せの実感） 

 具体的な取組の工夫 

障害者育成プログラム（抜粋） 

【モデル実践事例2】株式会社 ポップジャパン
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・成長実感100％（「そう思う」、「ややそう思う」の割合：取組後アンケート集計～転写5名の回答）

【モデル実践事例2】株式会社 ポップジャパン
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主な取組成果

取組の方針

事業（取組）期間 平成30年5月末～平成31年3月末

主な取組項目 長時間労働の削減、休暇取得の促進、制度改革、業務改善

上下左右見通しの良い環境を作り、一体感をもった職場へ
●立場にかかわらずコミュニケーションを取りやすい環境をめざす
●従業員に分かりやすい規則と体制を作ることで相談しやすい、働きやすい環境を作る
●情報共有とその活用を効率化。役職者の不足しがちなコミュニケーションをリアルタイムの情報
掲示で充実させ、社内での情報格差がないような仕組みをつくる

従業員から「職場環境」への不満が大きい
人間関係（上司からのハラスメント等）や工場の環境に対する不満が増大

働き方に関する会社の制度やルールも整っていない
休暇等の会社支援制度が曖昧。主観的な能力評価による不公平感が従業員の成長意欲の阻害に

現場リーダー層が長時間労働に陥っている
現場リーダー層に業務が集中しており、新たな事業展開を検討する時間的余裕もない

会社の変化を従業員に実感してもらうため、“働く環境を整える運動”を迅速に展開
●ハード面：部署横断組織（5S 委員会）を活用した環境改善（暑さ対策、置き場の確保等）
●ソフト面：ハラスメント対策窓口設置（責任者／社長）、全従業員へ会社の将来像を説明

多様な働き方が選択でき、全従業員が成長意欲を持てるよう、制度改革
●働きやすさ：半日単位有給休暇、育児等の事情に応じた時差出勤等をルール化して利用勧奨
●働きがい：能力評価基準を定め、能力評価によって処遇や給与が変動する仕組を導入

社長の働き方改革を起点として、様子見しているベテランの管理職等と対話を重ねながら、
情報共有化＆現場リーダー主体の業務改善運動を展開
●社長自らが、「社長が動かなければ会社は変わらない」という認識のもと、率先垂範や従業員との面談を実行
●管理職への繰り返しの研修実施＆実行ツール（いいね！カード）導入で、部下のやる気を高める接し方を促す
●情報（出荷や出勤スケジュール等）の共有化で、シフト管理を容易にし、休暇取得を勧奨
　若手の現場リーダーを中心に、業務量が過多な自身の業務をチーム（各作業工程）内で業務分担

従業員の不満要因に迅速に対処して、会社の変化を実感してもらうことで
●会社への信頼度が高まりはじめた（会社対応への不満者：全従業員の約半数から3割に改善）

社長の率先垂範のもと、管理職の意識改革＆現場リーダー主体の業務改
善運動等を実施することで
●人時生産性（生産量／総労働時間）を落とさずに、有給休暇取得：60％到達（対前年度比：約15％UP）
●従業員同士が助け合う職場風土の実感度：全従業員の約7割が実感
●管理職の成長実感度：全管理職の約8割が実感
●若手の現場リーダーは、イノベーションの芽づくり（新事業部の立ち上げ準備対応）が可能に

取組前

今回の
取組

取組後
（成果）

●従業員の不満要因（工場内のハード環境、上司との対人関係、会社の将来像の説明不足）に迅速に対処。従業員の不
満が軽減して、会社への信頼感が高まり始めた

●社長自らが変わる”取組を起点に、様子見しているベテランの管理職等に対して社長自らが対話を重ねながら改善運
動を展開することで、人時生産性を落とさずに従業員同士が助け合う現場に

●現場リーダーは、部下への業務移行で生じた時間を活用して、イノベーションの芽づくりが可能に

製造業（プラスチック製品（自動車部品等）の製造）、従業員47名、大竹市［事業参加時点／平成30年5月現在］

【取組報告者（社内推進担当）】品質管理係長　石岡 辰夫 氏

広合化学 株式会社広合化学 株式会社

【モデル実践事例3】広合化学 株式会社
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基
本
情
報 

業種 製造業 設⽴年 昭和 43 年 10 月 
所在地 大竹市東栄 1 丁目 13－26 
従業員数 従業員数︓47 名  [内訳] 正社員︓35 名  ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ︓12 名 
事業概要 プラスチック製品（⾃動⾞部品等）の製造 

就
業
状
況 

平均所定外労働時間（H29） （常用雇用者一人あたり）10.2 時間/月  
年次有給休暇の平均取得率（H29） （常用雇用者一人あたり）46.2 ％  
総実労働時間（H29） （常用雇用者一人あたり）148.7 時間/月  

 
 
 
 

「業績が堅調な今こそ次世代に向けての⾜元からの経営改⾰を⾏いたい︕」 

○ 社⻑は 4 年前に実⽗からの承継で就任。会社の業績は、⾃動⾞メーカーからのダストカバー製品の独占的な受注
があるため好調。しかしながら、社⻑は今後も同受注を維持できるか強い危機感を持っており、業績が好調な間に、
制度の整備や⾜元からの経営改⾰を⾏いたいと考えている。 

○ プラスチック製品を加⼯する技術、昔ながらの「ブロー成形技術」は⾃社の強みであるが、時代は変化しており、新し
い技術取得（新事業部の⽴ち上げ）に向けての投資や準備が必要。また、業務の可視化や業務プロセスを⾒直す
ことで、従業員個々の進捗管理を効率化し、⽣産性向上に繋げたい。 

○ 「若い人材が⼊社し定着するような会社にしたい」との社⻑の想いを実現するため、会社としてのビジョン構築や従業 
員に共感してもらえるような取組が求められている。 

○ 育児等の事情に応じて、一部の従業員には時差出勤や短時間勤務を認めており、半⽇単位での有給休暇や 
リフレッシュ休暇といった⽀援制度⾃体はあるが、ルール化（明⽂化）できておらず、従業員への制度説明ができて 
いない。 

○ 人事評価制度がない中で、経営者層が業績を鑑みながら従業員個々の昇給額を決めているため、従業員間での 
不公平感が⽣じている。 

○ これまでの取組としては、昨年度、定年退職年齢を 65 歳から 66 歳に延⻑。50 歳以上の従業員が全体の約 
40％を占めている中で、⾼齢者が活躍できる制度や環境を整えることを狙いとした。 

 【平成 29 年度まで（事業参加前）の主な取組】 
 定年退職年齢の延⻑（65 歳→66 歳）  

 
 
 

（１）全体の取組過程 

 
 
 
 
 

１ 会社概要（H30.5 月現在） 

２ 今回の取組（事業参加）の背景等 

３ 取組内容の概要 

✓ 管理職を対象としたキックオフセミナーを実施後、直ちに自社のカイゼン運動の母体である 5S 委員会をリニューアル（社長 

を議長とする運営体制に見直し）。5S 委員会の場で、職場環境に関する従業員の不満に対しての改善策を議論して、迅速に実 

行していくことで、まずは会社の変化を従業員に実感してもらえるよう注力した。 

✓ 当初は、管理職に委ねていくことで現場従業員へ改革の輪が広がっていくことを期待したが、ベテランの管理職等は様子見 

してしまい、取組が停滞した。そこで、「社長の働き方改革」を起点として、社長自らがベテランの管理職等と対話を重ねなが 

ら改善運動を展開していく方法に軌道修正した。 

 具体的な取組の工夫 

【モデル実践事例3】広合化学 株式会社
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備考
5〜6月 7〜9月 10〜12月 1〜3月 （記載頁）

・従業員の意識を捉え、課題を確認

・経営者と従業員の意識差等から課題分析

② ・経営者と取組の⽅向性の整理 P37

③
・社⻑を責任者とする推進部会を⽴ち上げ
・推進部会の下に、５S委員会を位置付け
・社⻑を責任者とするハラスメント対策室を設置

P38

① ・今期の取組目標・実⾏プランを策定 P39

② ・トップからのメッセージ発信と管理職の意識改⾰（価値
観の共有） P40

③ ・トップからのメッセージ発信と従業員の意識改⾰（価値
観の共有） P40

・働きやすさ︓半⽇単位有給休暇、育児等の事情に応
じた時差出勤等を明⽂化

・働きがい︓能⼒評価基準を定め、能⼒評価によって処
遇や給与が変動する仕組を導⼊

－ ・従業員の意識改⾰のため全社集会で研修実施 P40《再掲》

① ・「⾏動を変える」　「全員⾯談」　「ビジョンを語る」 P42

②
・スケジュール共有ツールを活用した休暇取得勧奨
・有給休暇取得管理表に基づく⾯談（キャリア＆ワーク
シートも活用）

P43

・スケジュール共有ツールで働き⽅改⾰の取組を告知 P43《再掲》
・「働き改⾰に取り組んでいます」のぼり旗の設置 P43

・暑さ対策（送風機、保冷剤、ネッククーラー等）

・設備・機械・装置の改修、改善

・置き場対策（置き場ｽﾍﾟｰｽの確保、掃除の体制）

・ハラスメント対策室設置による改善・予防

・管理職を対象とした繰り返しの会議実施

・いいねカード渡そう週間の実施

情報の共有化
（出荷や出勤スケジュール等）

・スケジュール共有ツールで、４M変化点（人・設備・⽅
法・もの）や出荷・出勤スケジュール等の情報を共有化 P45

各作業⼯程での現場リーダー
の業務分担

・偏りがちな主任・班⻑の業務をチーム内で分担
 チームメンバーで話し合いながら実⾏ P45〜46

○ ・成果発表会、「経営ビジョンと働き⽅ビジョン」発表 P46〜47

・従業員意識アンケート調査（事後）
・今期の取組成果を統括、今後の取組⽅針確認

P36

⽅針の明確化

取組目標・実⾏プラン策定

推進体制の整備

キックオフセミナー《再掲》

制度導⼊

現状把握（従業員へのアン
ケート・　ヒアリング調査等）

P41

⾏
動

【

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
３
】

点
検
・
⾒
直
し

【

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
４
】

－

⑥

④

実績・成果
今後の取組⽅針の整理

社⻑の働き⽅改⾰

制度利⽤等を促すための
ルール導⼊

－

P47〜48

・各種制度の利用状況や取組目標の進捗について
 推進部会でチェック

P44〜45

P43〜44

段階

準
 

備

【

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
１
】

仕
組
み
づ
く
り

【

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２
】

内容
スケジュール

働く環境を整える運動
（5Ｓ委員会で従業員の
 提案を議論し改善）

項目

①

－ 進捗管理・改善

④

従業員への更なる浸透

⑤ 管理職の従業員への接し⽅を
変える

業
務
改
善

③

管理職層を対象としたキックオフセミ
ナー（トップからのメッセージ発信）
全従業員を対象としたキックオフセミ
ナー（トップからのメッセージ発信）

取組の周知・啓発活動

【モデル実践事例3】広合化学 株式会社
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② ⽅針の明確化  
 
 

✓ 今後の経営改革のために「一体感を持った職場づくり」や「働きやすい環境」が必須であるとの社長の想い 

 を反映した『働き方改革の取組方針』を作成し、一体感を醸成するためのポイントを“情報の共有化（情報の 

格差是正）”に置いた。 

✓ 従業員の不満（ハラスメント対策）を管理職層にいきなり委ねても改善しないと判断して、まずは会社主導で 

管理職の改革を先行し、徐々に従業員を巻き込む手法で「全社一体型」に繋げることを狙いにした。 

✓ 『働き方改革の取組方針』とセットで『経営方針』も明確にすることで、取組に対する管理職や一般従業員への 

理解が深まり、共感を得てもらえるよう工夫した。 
 

【経営理念】 
ブロー成形技術の向上で社会に貢献する 

〜私たちは、⽇々の活動において PDCA を回すことにより、極限の品質を追求し、顧客満⾜度の向上を図ります〜 
 

【働き⽅改⾰を通じて何を達成したいか】 
≪アウトプットイメージ≫ 「五つの変わる」をイメージ 

①働く環境が変わる 【暑さ対策、休憩室の改修、休憩時間の⾒直し、環境に応じたユニフォームの購⼊(ファン付)、収納物置場対策 
②従業員の表情が変わる 【イキイキ、笑顔、ハラスメントのない職場】 
③就業規則が変わる 【時代や就労状況に応じた就業規則の⾒直し、多様な社員が活躍できる制度改⾰】 
④管理者の従業員への接し⽅が変わる 【褒める⽂化、ハラスメントのない職場】 
⑤経営ビジョンが変わる  【経営改善、技術⾰新、ブロー成形技術＋α、若い⽅をひきつける魅⼒的なビジョン構築】 

 
【今後の⽅向性（上記の達成のための前提）】 

〇「現在のままの広合化学では将来がない」という社⻑の危機意識を従業員まで浸透させることが必要である 
〇まずは、現在の職場環境の改善をトップダウンにより実⾏することで、会社の変化を実感してもらうことに注⼒する 
〇出荷や出勤スケジュール等の情報が上層部に集中し、従業員まで⾏き届いていない状況を改め、情報が共有できる仕組みを構築する 
〇命令や強制で管理するマネジメントスタイルから、権限と責任を委譲するマネジメントスタイルに変える 

  
※従業員へのアンケート・ヒアリング調査結果を踏まえながら、経営者層で議論を重ねていくことで、 

働き⽅改⾰の取組⽅針だけでなく、経営⽅針もセットで明確にした 
（働き⽅改⾰の取組⽅針は、経営⽅針の延⻑線上に連なるものとして明確に位置付け） 

 
【経営方針】 

○経営理念 

モノづくりの本質を追求し結果に繋げることで、当社に関わる人々の幸せを追求する 

○ミッション 

ブロー成形を根幹としたプラスチック製造技術の最新を常に追い続け、お客様が満足するものを届ける 

○ビジョン 

ブロー成形を設計から量産までトータルで提案できる企業になる 

 

【働き方改革の取組方針】 

 上下左右見通しの良い環境を作り、一体感をもった職場へ    

～ 立場にかかわらずコミュニケーションを取りやすい環境をめざす 

～ 従業員に分かりやすい規則と体制を作ることで相談しやすい、働きやすい環境を作る 

～ 情報共有とその活用を効率化。役職者の不足しがちなコミュニケーションをリアルタイムの情報掲示で 

充実させ、社内での情報格差がないような仕組みをつくる 

 具体的な取組の工夫 

【モデル実践事例3】広合化学 株式会社
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③ 推進体制の整備  
 
 
 
 

 
 
○ 社⻑を責任者とした、経営者層（社⻑・⼯場⻑）、人事労務部門⻑（総務課⻑）、社内推進担当者（品質

管理係⻑）を構成員とする「働き⽅改⾰推進部会」を⽴ち上げた。 
○ また、「働き⽅改⾰推進部会」の下に、カイゼン運動の⺟体である既存の「５Ｓ委員会」を位置付けて，新たに社

⻑も参加してもらうことで、本委員会の場で、職場環境での従業員からの不満に対して改善策を議論して、迅速に実
⾏できるようにした。 

※ 現場のリーダー層が参加していた「５Ｓ委員会」を活用して、本委員会の議⻑を社⻑とする運営体制に⾒直した。 
また、検討内容は、職場環境での従業員からの不満に対する改善策となるよう、委員会メンバー内で検討する目的 

を明確化した。 
○ さらに、セクハラ・パワハラの相談窓⼝として「ハラスメント対策室」を設置。従業員が相談しやすいよう、対策責任者

（社⻑）のメールアドレスを公開して、直接相談できる体制を取った。 
 

【推進体制図】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 

 
※５S／整理・整頓・清掃・清潔・しつけ 

 
 

 具体的な取組の工夫 

✓ 社長を責任者とする推進体制を組むことで、意思決定の早い組織とした（推進メンバーは社長が指名）。 

✓ 従業員アンケート調査で上司のハラスメントへの改善要望が強かったため、推進本部とは別に「ハラスメン 

ト対策室」を設置して、社長に直接相談できる体制をとった。 

ボ
ト
ム
ア
�
プ
型
改
善
運
動
の
創
出 

■セクハラ・パワハラの相談窓⼝ 
■責任者:社⻑、窓⼝:総務課 

■進捗確認、施策検討・実⾏等（月 1 回、定例会を実施） 
■構成員は４名（社⻑、⼯場⻑、総務課⻑、品質管理係⻑） 
■構成員の主な役割 
  ・社    ⻑ ︓責任者 
  ・⼯ 場 ⻑ ︓現場改⾰ 
  ・総務課⻑  ︓制度改⾰ 

（就業規則の改定、人事評価制度の⾒直し等） 
  ・品質管理係⻑ ︓社内推進担当者 
            （改⾰の事務的作業等） 

品質管理向上 
（IＴ化による情報の共有化促進、変化点管理 
ボードの充実による品質管理向上等）      

働き方改革推進部会 
【新規】 

ハラスメント対策室 
【新規】 

■ハード⾯での職場環境の改善（暑さ（寒さ）対策、置き場確保） 
■構成員１０名の部署横断組織 

（社⻑、品質管理係⻑、現場リーダー層等） 
 
※迅速に実⾏するため、社⻑を議⻑とする運営体制にリニューアル 
※検討内容も、従業員からの不満に対しての改善策となるよう、 

委員会メンバー内で検討する目的を明確化    

５S 委員会  
【再構築（リニューアル）】 

【モデル実践事例3】広合化学 株式会社
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（３）【STEP２】 「仕組みづくり」フェーズ 

① 取組目標設定・実⾏プラン策定  
○ ⾃社の目指すべき姿（働き⽅ビジョン）を達成する取組目標・実⾏プランを定めた。 
 

 
【取組目標】 

項目 主な内容 現状値 
（H29 年度） 

目標値 
（H30 年度） 

⻑時間労働 
の削減  

○業務が集中する（偏りがちな）⻑時間 
労働者の残業削減 

 （⻑時間労働者４名の総労働時間/月平均） 
193 時間/月  188 時間/月以下 

○総労働時間の削減 
（常用雇用者 1 人当たり） 148.7 時間/月 148.7 時間/月以下 

休暇取得の促進 ○年次有給休暇の平均取得率の向上 
（常用雇用者一人あたり） 

46.2％ 60％以上 

業務改善 

○勤怠管理システムの導⼊ 
○業務作業属人化の是正 
○変化点管理の充実化と共有 
○5S 委員会の充実化と共有化 等 

制度改⾰ ○就業規則の改定 
○評価制度⾒直し 

 
【実⾏プラン】 平成 30 年度の重点実施項目（Ｈ30.7 時点） 

項目 主な内容 主担当 時期・目標 

１ 
所定外労働時間の削減、 
有給休暇取得向上 

・所定外労働時間の削減、有給休暇取得向上 
のための仕組みづくり 

社⻑・ 
推進担当者 

〜Ｈ30.９ 

２ 意識改⾰ 

・キックオフセミナー開催 
社⻑・ 
推進担当者 

Ｈ30.7 

・朝礼の場での従業員への説明・意⾒交換 
・管理職のマネジメント改⾰ 

〜Ｈ31.3 

３ 業務改善 

・有給取得率の向上 
（取得者の偏り是正や休暇取得状況の通知） 
・品質管理、設備点検のおける IT 活用 
・変化点管理ボードの充実化と共有 
・５S 委員会の活動充実化と共有 
（役職者と従業員間のズレを是正） 
・勤怠管理ステムの導⼊ 
（残業、有給取得状況をすぐに把握・通知できる
仕組みに） 

社⻑・ 
担当責任者 

〜Ｈ31.3 

・多能⼯化・スキルマップの提示 
（負担の重い班⻑レベルの業務をシェアする） 

現場リーダー 〜Ｈ31.3 

４ 制度改⾰ 
・就業規則の改定 
（休暇や時差出勤等の会社⽀援制度の明確化） 
・能⼒評価制度の⾒直し 

総務課⻑ 〜Ｈ31.3 

 

【モデル実践事例3】広合化学 株式会社
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② 管理職層を対象としたキックオフセミナー（トップからのメッセージ発信）  
○ トップからのメッセージ発信と管理職の意識改⾰ 

（価値観の共有）を目的として、管理職層を対象 
とした研修会「働き⽅改⾰キックオフセミナー」を開催 

項目 内容 
時期、時間 平成 30 年 8 月３1 ⽇、3 時間 
対象者 管理職 11 名 

内容 

・社⻑による働き⽅改⾰宣言 
・外部講師によるセミナーの実施 
（働き⽅改⾰の社会的背景、 

働き⽅改⾰の全体像・進め⽅） 
マネジメントの在り⽅について 

・グループワーク 
（⾃社、⾃部署の課題をテーマに 

討議し発表） 
 
③ 全従業員を対象としたキックオフセミナー（トップからのメッセージ発信）  
○ トップからのメッセージ発信と従業員の意識改⾰ 

（価値観の共有）を目的として、全従業員を対象 
とした研修会「働き⽅改⾰キックオフセミナー」を開催 

項目 内容 
時期、時間 平成 30 年９月 28 ⽇、各 3 時間 
対象者 従業員 33 名参加 

内容 

・社⻑による働き⽅改⾰宣言 
・外部講師によるセミナーの実施 
（働き⽅改⾰の社会的背景、 

働き⽅改⾰の全体像・進め⽅） 
・グループワーク 
（⾃社、⾃部署の課題をテーマに 

討議し発表） 
   ※午前、午後の 2 回に分けて実施 
 
○ キックオフセミナー終了後の従業員コメント 
 
 
 
 
 
 
○ キックオフセミナーを通じて⾒えてきたこと（経営者層の学びと気づき） 
 
 
 

・働き⽅改⾰の主語は「私＝従業員」であるという話が印象に残った。まずは⾃分⾃身が率先して頑張ります。 

・今⽇のような話し合いの場をもっと持てればと思う。（働きやすく、働きがいのある良い会社を創りたい） 

・会社が変わらない限り何も変わらない。⾃分は⾃分⾃身に与えられた仕事をきちんとする。 

・改⾰が上手くいくように願う。社内の整理・整頓、チームメンバーとのコミュニケーションを大切にしたい。 

・多くの従業員は問題意識を持っている。考える場や発言する場が持てると、積極的な意⾒を発信する。 

・効果的なワークショップは人（従業員）を成⻑させ、チーム⼒を⾼める。 

【モデル実践事例3】広合化学 株式会社
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④ 制度改⾰  
 
 
   

     

 
 

【取組前（課題等】 
○働きやすさ︓休暇等の会社⽀援制度が曖昧 

（就業規則が、15 年変わっておらず、現状に合わなくなっている規定や⽂章表現も多い） 
○働きがい ︓能⼒評価制度に対する不公平感が従業員の成⻑意欲の阻害要因になっている 

（人事評価制度がなく経営者層が業績を鑑みながら、昇給額を決定（不公平感が強い）） 
（班⻑以下の給与は原則時給制の中で一部⽇給月給者がいる等、明確なルールがなく不統一な状態） 

 
【取組内容】 

○働きやすさ︓利用実態はあるが曖昧であった半⽇単位有給休暇、時差出勤等の制度 
について、誰を対象に、どのような場合に、何を認めるか等を従業員に分かる 
よう明⽂化（就業規則と育児介護休業規定を改定）  

⇒ 例えば、時差出勤制度では、育児・介護等の事情以外に、 
本人の体調不良も利用可能にすることで、従業員間で不平感 

が出ないよう配慮  
○働きがい ︓正社員の定義を明確にし、正社員登用制度（登用する基準）を確⽴ 

希望すれば、時給制から⽇給月給制に変更する能⼒評価制度を導⼊ 
⇒ ブロー成形能⼒評価基準の初級レベルを策定 

（中級・上級レベルはこれから制度化） 
 

【取組後（実績・成果等】 
○働きやすさ︓ 

・男性の育児休業取得︓１名（10 月、⾃社初） 
・時差出勤制度利用者︓1 名 

 ※育児休業は男性でも取得できるといった、これまでの固定概念を払しょくする風土が⽣まれつつある。 
○働きがい︓ 

・パートから正社員に登用︓１名 
    ※今後は業務の棚卸を徹底し、推進体制メンバーでの話し合いを徹底し、納得感のある広合化学オリジナルの人事 

評価制度策定に繋げる予定。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ 国のモデル就業規則をそのまま利用するのではなく、現状把握できた内容（従業員アンケート・ヒアリング 

結果）を活用して、会社の将来ビジョンや広合化学にとっての「働きやすさ」「働きがい」は何かをしっかり時間 

をかけて討議した上で、規定やルールの見直しを行った。 

 

第⼆⼦の出産に伴いこの度育児休業を取得させて頂きました。育休

中に私が感じたことは 

①⽣まれたばかりの可愛い娘とゆっくり過ごすことができ、ますます 

愛情が増したこと（親バカ） 

②⽇頃奥さんへの配慮不⾜を実感できたこと（反省） 

③新しい仕事が受注でき職場は忙しい時期でしたが、職場の皆の 

フォローによってお休みできたこと大変感謝しております。（感謝） 

仕事と育児が両⽴できる職場を目指して、これからも頑張ります。 

●育児休業取得を促す⽂書 ●男性従業員の育児休業風景 ●育児休業取得者（男性従業員）コメント 

ブロー成形能⼒評価基準 

 具体的な取組の工夫 

【モデル実践事例3】広合化学 株式会社
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（4）【STEP3】 「⾏動」フェーズ 
 
① 社⻑の働き⽅改⾰  
 

 
 
【取組前（課題等）】  

〜最初、働き⽅改⾰は全く機能しなかった〜 
 
・当初は、働き⽅改⾰の推進を管理職に委ね、管理職から従業員へと改⾰の輪が⾃主的に広がることを期待した。 
・しかし、管理職による従業員へのマネジメントの仕⽅や、従業員の中にある「私ら作業員ですから」という、⾃ら考え⾏動 
（改善）することを拒否するような意識があったことから、改⾰が停滞する要因となっていた。 
・このため、研修で芽⽣え始めた従業員の「会社を変えたい」という意識は、一過性のものとなり変⾰のエネルギーへと転化 
しなかった。 

・また、社⻑は、就任４年目という経験の浅さもあり、年上の管理職に対し遠慮がちになり、リーダーシップ⼒が問われていた。 
 
【取組内容】  

〜まずは社⻑から動く（社⻑が実⾏した内容） 
 
①⾏動を変える （ダイエットやトイレ掃除等身近なことだが続けるのが難しいこと、従業員の関⼼が⾼いことに焦点を充て、⾏動宣言） 

②全員⾯談   （従業員への社⻑⾯談を繰り返し実⾏） 
③ビジョンを語る （ミッション・ビジョンを再定義し、従業員に将来の展望や夢を語る）                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

【取組後（実績・成果等）】 
〜 社⻑の⾏動が変わることで⽣まれてきた、社内での変化  
○社⻑⾃身の変化 

⾃ら⾏動の模範を示すことで、ベテラン管理職に対しても、思いの丈を述べることができるようになった 
○管理職の変化 

当初は様⼦⾒していたが、社⻑の本気度を感じたことで、意識や⾏動に変化が⽣じ始めた 
（会議やミーティングの場で繰り返し「変わらなければならない」と諭す社⻑の声に⽿を傾け、現状への危機意識を共有） 

※管理職の声︓社⻑は朝早く出社されるしトイレ掃除も率先するので、当初はいつまで続くかなと様⼦⾒して 
いたが、途中から本気だなと分かったので、⾃分⾃身も徐々に社⻑に影響されて意識が変わった 

○従業員の変化 
   会社（社⻑）への信頼感が⾼まり始めた 
          ※従業員の声︓「職場の⼩さな悩みを聞いてくれるようになった」、「最近社⻑がよく⾯談してくれるようになった」  

 

「社⻑が動かなければ、会社は変わらない︕」 
 

１１ 社⻑⾏動管理 月

月初め体重 kg kg

課題 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

7時出社

トイレ掃除

⼯場⾒回り
コミュニケーション

ミーティングに参加

84 目標まであと 7
社⻑⾏動宣⾔シート抜粋 

✓ 従業員の主体的な行動変容を起こす起点を「社長の働き方改革」とし、まずは社長自らが、率先垂範や従業員と 

の面談を実行した。 

 具体的な取組の工夫 

【モデル実践事例3】広合化学 株式会社
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② 制度利⽤等を促すためのルール導⼊  
【取組前（課題等）】 

・半⽇単位での有給休暇制度はあるが、制度を知らない従業員も多く、実績には繋がっていなかった 
・有給休暇の取得率が⾼い従業員は一部に偏っており、全く有給休暇を取得していない従業員も存在していた 

【取組内容】 
・スケジュール共有ツールの有効活用 ︓有給休暇取得の呼びかけ、半⽇有給休暇制度周知と利用勧奨 
・有給休暇取得管理表に基づく⾯談 ︓取得が進まない従業員には、社⻑や管理者層が声掛けや⾯談で取得を促進  

◎ ここがポイント 

    声掛けや面談が一方通行や指示命令にならないよう「キャリア&ワークシート」を活用し、趣味やライフの目標と連動 

させながら声を掛けると話が弾み、経営者層（管理職層）と従業員との良好なコミュニケーションにも繋がった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【取組後（実績・成果等）】 
 

 
 
③ 取組の周知、啓発活動   
○ 最初は「働き⽅改⾰はじめます」という通知書を休憩室の掲示場に 

貼り出したり、管理ボードに掲出したりしたが、従業員の認知度が低く、 
社外の⽅に対しては全くＰＲできていなかった。 

○ そのため、社⻑の顔のイラスト⼊り「のぼり旗」を外注作成し、その「のぼ 
り旗」を職場や応接室前に⽴てることで、従業員や社外の⽅が関⼼を 
ひく（「働き⽅改⾰」の言葉が社内で⾶び交う）ように仕掛けた。 

 
 
④ 働く環境と整える運動  
 

 
 

・全従業員の年次有給休暇取得率︓ 
（Ｈ29）46.2％⇒（Ｈ30）60.9％ 《14.7%ＵＰ》 

・有給休暇が希望どおり取得できる従業員︓ 
65.9%（取組実施後の従業員アンケート集計結果） 

・有給休暇を全く取得していない従業員︓ 
（Ｈ29）９名⇒（Ｈ30）０名  

※後述の「情報の共有化」とセット 

●有給休暇取得の呼びかけ ●キャリア＆ワークシートの活用 ●従業員別の有給休暇取得管理表 

従業員の声 
有給を取って家族で沖縄に 

⾏ってきました。忙しい中、私の 
代わりに現場をフォローしていた 
だいた⼯場⻑をはじめ、ラインの 
⼥性陣に感謝します︕ 

✓ 従業員アンケートやヒアリングで要望の強かった工場で働く環境（ハード面）について、前述の「５Ｓ委員会」 

を活用（リニューアル）した改善策を迅速に講じることで、会社の変化を従業員に実感してもらえるようにした。 

 具体的な取組の工夫 

【モデル実践事例3】広合化学 株式会社
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【取組前（課題等）】 
・従業員のストレスの主要因は環境ストレスが最も⾼く、暑さ、寒さ、粉塵、置き場等の問題を抱えている（従業員アンケート結果） 

 
【取組内容】 

○「５Ｓ委員会」を主体にした職場環境改善 
（ステップ①）５Ｓ委員会を実⾏⼒のある組織にリニューアル 

（社⻑を議⻑、実⾏⼒のある前向きな現場従業員をメンバ－に加える） 
（ステップ②）従業員の要望、提案事項を整理し優先順位を決めて実⾏ 
（ステップ③）毎週の５Ｓ委員会で進捗状況をチェック 
（ステップ④）案件は必ず効果測定を⾏い、効果の薄い案件については再検討 
○効果の⾼かった具体的な実⾏内容（⼀例） 
 暑さ対策（送風機、保冷剤、ファン式ユニフォーム等）、機械・設備の改修・保守、置き場対策（置きスペース確保、掃除の体制） 
   

【取組後（実績・成果等）】（○︓良好な点、●︓改善を要する点） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ 管理職の従業員への接し⽅を変える  
 

 
 
 
 

 
【取組前（課題等） 

・管理職の部下への接し⽅が「パワハラ的」だという作業員からの不満が多かった（取組実施前の従業員アンケート結果） 
・管理職の X 理論に基づいたマネジメント観は、従業員の⾃主性や積極性を阻む要因となっていた 
※X 理論とは/人は⽣まれつき仕事が嫌い。命令と監督が必要で、目標に達成しない場合、罰が必要というマネジメント観 

 

○従業員の不満が軽減して、会社への信頼度が⾼まりはじめた 
 （会社対応への不満者 〜 取組実施前︓53.5％ ⇒ 取組実施後︓31.8% に改善） 《従業員アンケート結果》 
○職場改善実⾏件数︓７９件（うち、５S 委員会で効果があったと判断した有効件数 62 件）  

従業員の声《取組実施後の従業員アンケート・ヒアリング結果》 
ファン式ユニフォームの着用や⾍よけ対策等タイムリーな施策が講じられたのが良かった。  

●職場環境の改善に向けて、継続した（更なる）取組が必要 
（作業環境への満⾜者︓40.9%、安全対策への満⾜者︓61.4% 《取組実施後の従業員アンケート結果》）  

●従業員は受け身姿勢のままであり、「⾃分達が主体となって⾃分たちの職場は⾃分達で変えよう」という主体的な取組に 
つなげていくためには更なる取組が必要 

〜５Ｓ委員会での環境改善運動の⼀覧表（抜粋）〜 

●実施した項目についてはすべて効果測定 

●効果がなかった場合は再度⽅法を変えて施策を実⾏ 

✓ 従業員アンケートやヒアリングで要望の強かったハラスメント（ソフト面）について、前述の「ハラスメント対 

策室」を迅速に設置し、管理職への意識改革を講じることで、会社の変化を従業員に実感してもらえるようにした。 

✓ 管理職に対して、繰り返し研修実施＆実行ツール（いいね！カード）導入で、部下のやる気を高める接し方を 

促した。また、従業員同士も「いいね！カード」を渡す運動を展開することで、管理職だけでなく従業員も褒め 

合う気持ちが芽生えるよう工夫した。 

 具体的な取組の工夫 

【モデル実践事例3】広合化学 株式会社
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【取組内容】 

《ステップ①》 現場リーダー（班⻑・主任）の業務を時間別で、⽇常業務とその他業務に分けて棚卸（棚卸シート参照） 
《ステップ②》 朝礼、ミーティングの場を上手に活用し、誰が、どの業務を担当できるか話し合い決定 
《ステップ③》 直ぐに引き継げる業務、時間をかけて引き継ぐ業務を仕分けて、その業務を⾒える化（情報共有）した上で、 

各作業⼯程で従業員がお互いに協⼒し合いながら実⾏ 
 

【取組後（実績・成果等）】 

〜班⻑・主任の仕事を棚卸（棚卸シート ）〜                                  
    
 
 
                             
                                            
  

（5）【STEP4】 「点検・⾒直し」フェーズ 

○ 従業員への更なる浸透（成果発表会・「経営ビジョンと働き⽅ビジョン」発表）  
○ 朝礼の時間を延⻑して、社内の成果発表会を実施。取組の定着に向けて、従業員への更なる浸透（意識改⾰）

を図った。特に、今年度の取組は「第１期」であり、今後も働き⽅改⾰を継続することを皆で確認し合う場とした。 
○ 取組期間中に、⾃動⾞メーカーが部品を「プラスチック」から「ゴム」に変更することを決定したため、関連製品は数年

後に減産する⾒込となった。このため、当社の『経営ビジョン』と、それに沿った『働き⽅ビジョン』を速やかに策定して、成
果発表会の場で全従業員に伝えることで、会社の将来像を共有した。 

■広合化学の「経営ビジョンと働き⽅ビジョン」（成果発表会の場で、社⻑が発表） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

○業務過多である⻑時間労働者（現場リーダー4 名）の総実労働時間︓（H29）193 時間/月⇒（Ｈ30）188 時間/月（平均 5 時間/月削減） 
○若手の現場リーダーは、分担で⽣み出した時間を活用して、イノベーションの芽づくり（新事業部の⽴ち上げ準備等）の時間 

に充てることが可能に 
  ⇒現場リーダーは、プロジェクト会議での改善提案や、仕⼊れ先との交渉等、仕事の幅を広げることができた 

○業務量が過多となっている現場リーダー（班⻑・主任）の仕事をチーム内で分担することで、チームに協調性が芽⽣えてきた。 
⇒現場リーダーの業務の一部はメンバー（一定の経験のある者）へ移⾏、メンバー（一定の経験のある者）の単純作業 
 は、経験の少ない者に移⾏（業務分担）することにより、「分担の連鎖」が各人の能⼒アップに繋がってきている 

●現場リーダーの在庫管理業
務はチーム内で分担 

（メンバー内で⼯夫して⼊庫・ 
出庫の予定表を作成） 

●メンバー（一定の経験の 
ある者）の単純作業は、 
経験の少ない者に移⾏ 

スケジュール共有ツール導入

時間

場所（環境）

制度・社風、風土

働き方改革で働く環境を改善、スケジュール共有ツールで情報共有化 従業員自らが働く環境について工夫しカイゼンする

指示通りに働く（作業員＝作業する人
管理層が=管理し、指示する人

ツール類

働
き
方
ビ
ジ
ョ
ン

アナログ対応

人、メンバー、関係性

求められる（た）能力

ロボティクス（自動化）

個人の能力アップ（成長）がチーム力強化に繋がる関係性個人が一生懸命に働く

自分で考えて働く（指示待ちにならない）

チームで協力しながら働く

単能工（単一の作業を効率的に行う）

元請けの量産に左右される働き方（働く時間がコントロールしにくい）

過酷な労働環境（夏は暑い、冬は寒い、粉塵等）

社長のトップダウン、指示命令型、パワハラ蔓延、時代のあっていない制
度

経営層や管理層が従業員の要望を聴きながら事業運営→従業員の自主
性が生まれにくい風土

従業員自らが働く環境について工夫しカイゼンする風土を生み出す

付加価値を生み出す働き方（働かせ方＝従業員に学ぶ機会、考える機
会、成長する機会を与える）

単能工から多能工への転換
・アライアンス能力（経営層）
・トータルマネジメント能力（管理職）
・自ら考え工夫する能力（従業員）

働き方改革で業務過多の多能工（班長・主任クラス）の業務棚卸と平準化
・元請けの影響を分散化する。多様な方が活躍できるよう選択肢を高める
働き方（短く働く、標準的に働く、しっかり働く）

求められる（た）働き方

企業理念 モノづくりの本質を追求し結果に繋げることで当社に関わる人々の幸せを追求する

過去（10年前） 現在 未来（あるべき姿）

ブロー成形技術を活かしてプラスチック製品を製造する ブロー成形を設計から量産までトータルで提案できる企業になる

●広合化学の強み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●背景（情勢の変化）

・外的要因
　自動車メーカーが部品を「プラスチック」から「ゴム」に変更することを決定したため、関連製品は数年後に減産する見込
　新しい技術取得に向けての投資やチャレンジが必要になっている
・内的要因
　人件費比率のアップ、作業員の高齢化。付加価値を高めることが求められている

・プラスチック製品や工作機械等ものづくりを通して社会に貢献する
  ⇒工作機械事業部立ち上げ
・若手リーダー中心に次世代を切り開く未来志向企業を目指す
  ⇒新プロジェクト＝「ネクスト広合」

経営ビジョン

・ブロー成形機台数が多い。（対応の幅も広い）
・ブロー業界での歴史（競合との闘いでの勝ち残り）
・比較的休日が取りやすく、社員の定着率も業界の中では高い
→プラスチックブロー成形業界では一定のポジション
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Ⅰ．新しい事業部（工作機械事業部）を⽴ち上げる 
Ⅱ．ネクスト広合のプロジェクト会議を⽴ち上げる 

 
 

１）実績・成果 

○ 従業員の不満要因（⼯場内のハード環境、上司との対人関係、会社の将来像の説明不⾜）に迅速に対処。 
従業員の不満が軽減して、会社への信頼感が⾼まり始めた。 
  “社⻑⾃らが変わる”取組を起点に、様⼦⾒しているベテランの管理職等に対して社⻑⾃らが対話を重ねながら改 
善運動を展開することで、人時⽣産性を落とさずに従業員同⼠が助け合う現場に変化し始めた。   

 現場リーダーは、部下への業務移⾏で⽣じた時間を活用して、イノベーションの芽づくりが可能になり始めた。 
○  また、平成 30 年７月豪⾬災害や新規受注の影響で、元請けからの変則的な⽣産体制が求められる中、 

全従業員が対象となる働き⽅改⾰の取組（管理職のマネジメント改善、⽣産現場での情報共有化や業務分担等）
を推進していくことで、何とか総労働時間を昨年並みに抑えることができた。 

○ 今後は、会議や研修、ワークショップの質を⾼めることで従業員の更なる成⻑を促し、皆を巻き込みながら、広合化 
学らしい、多様な人材が活躍できる制度の構築を目指したい。 

 
【数値の実績】                                                  

内容 
①取組前 

（Ｈ29 年度） 
②取組中 

（Ｈ30 年度） 
差引（②－①） 
Ｈ30－Ｈ29 

・業務が集中する（偏りがちな）⻑時間労働者の残業削減 
 （⻑時間労働者４名の総実労働時間） 

193 時間/月 188 時間/月 ▲5 時間/月 

・総実労働時間の削減（常用雇用者一人当たり） 148.7 時間／月 148.6 時間／月 ▲0.１時間/月 
・年次有給休暇の取得促進（常用雇用者一人当たり） 46.2% 60.9％ ＋14.7% 
・⼈時⽣産性（⽣産量/総実労働時間） （非公表） （非公表） ＋6.6% 

  ※H30 年度は、11 か月間（H30.4〜H31.2）での平均値 
 
【事業終了後の従業員アンケート調査結果（H31.3 調査結果）】 

質問項目 回答結果 備考 

良好な点 

仕事の達成感はあるか     ※管理職層 88.9％ 「そう思う」、「ややそう思う」の回答割合 
仕事の成⻑実感はあるか   ※管理職層 77.7％ 「そう思う」、「ややそう思う」の回答割合 
⽣産性向上の意識       ※従業員全体 79.0％ 「そう思う」、「ややそう思う」の回答割合 
役割分担や責任が明確か   ※従業員全体 71.0％ 「そう思う」、「ややそう思う」の回答割合 
（職場で）助け合っているか ※従業員全体 70.5％ 「そう思う」、「ややそう思う」の回答割合 

変化の 
兆し 

会社の対応不満者       ※従業員全体 34.9% 
（取組前︓53.5％）

会社は誠実に対応していると「思わな
い」、「あまり思わない」の回答割合 

 

●ビジョンを発表する社⻑ ●⾃動化の研究開発 
・左の写真のように IOT センサーを活用したデータを収集中
ロボティクス化（⾃動化）することで、品質の向上と⽣産
性向上を図る狙い 

・あわせて、取組によって得られたデータやノウハウ、商品は、
IT 化の遅れたブロー成型業界の同業者に販売する予定 
⇒⼯作機械事業部の⽴ち上げ 

４ 実績・成果、今後の取組方針 
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主な取組成果

取組の方針

事業（取組）期間 平成30年5月末～平成31年3月末

主な取組項目 長時間労働の削減、休暇取得の促進、業務改善

働きやすく成長出来る職場環境をつくり、経営効率と生産性を向上させる
●経営ビジョン「全社員の物心両面の幸福を実現する」を具現化し、働きがいのある、成長
できる職場環境をつくり、家族が不自由なく暮らせ、自分たちの求めるライフスタイルを
実現するために、働き方改革に取り組む

●経営効率を高め、生産性を上げることで、一人一人が余裕を持った仕事を行い、社員満足
とお客様満足の両輪のバランスが取れた地域No1企業で100年先も選ばれる会社ファー
ストコールカンパニーを目指していく

本部主導で取り組んでいるが、各店舗まで浸透しておらず、成果が出ないまま
本部（総務部門）ではノー残業デーや計画有休取得を勧奨しているが、各店舗（現場）では取組が形骸化

一部の従業員は、残業依存体質に陥っている
顧客の満足度向上のため仕事に取り組んでいる従業員の多くは、仕事が終わらなければ残業すれば良いという意識で固定化。
有給休暇も取得しない傾向に

管理職（店長）も、業務過多で本来のマネジメント業務ができていない
店長対応の業務は、時間の経過とともに年々増加の一途。スタッフへの関わりも希薄になり、現場の生産性を低下させる要因に

【当　初】階層別グループ（店舗横断）で、従業員主導の業務改善をスタートしたが、取組が停滞
【中間時】残業時間や有給休暇取得の数値は前年と変わらず、取組の成果は何も出ていない
【改善策】社長自らの進捗管理の徹底で、「これまでと違う」と従業員に実感させ、気運を高める

社長自らの進捗管理のもと、5つのテーマをトップダウン提案で実行
①20時以降のメール禁止 ＆ ②計画的な有給休暇制度の導入で、仕組みを整える
　▶20時以降メール禁止で時間管理意識を高め、年末年始の計画的な有給取得で休むことへの迷いを払しょく
③「納引き業務」の削減 ＆ ④理念実現レポート作成・行動表彰で、従業員の意識改革を図る
　▶慣例化していた「納引き」業務を各店舗で極力削減する取組を契機に、従業員個々で自身の今までの働き方を振り返っても

らい、会社の理念実現のため行動している従業員を表彰（夢を与える）
⑤店長による「捨てる業務」の決定で、マネジメント強化
　▶各店長で、自身の業務の棚卸し。やめる業務やスタッフに権限委譲する業務を決めて、本来のコア業務（組織マネジメント

業務）の時間を生み出す

階層グループ別（店舗横断）の業務改善で、従業員自ら考える機会をつくる（ボトムアップ提案の実行）

社長自らの進捗管理で、5つのテーマの着実な改革実行で
●残業時間：約17％削減
●有給休暇取得：約 64％UP
取組期間（総実労働時間削減）中も、売上・営業利益・販売台数の約 2～3 割アップを実現
（対前年度比：グループ全体）

顧客サービスの質を落とすことなく、従業員が生産性の高い働き方を意識し始めた
「納引き」業務は16％削減でき、本来のコア業務（顧客応対や組織マネジメント等）に集中し易い職場環境に

取組前

今回の
取組

取組後
（成果） （改善策の実施期間中（H30.12～H31.2）の対前年度比）

●従業員主導の取組が停滞した中途で、社長自らの進捗管理の徹底に方針変更。改善策の着実な実行により、売上・
利益アップの中で、残業時間の削減や有給休暇取得の向上に成功

●慣例化していた「納引き」（納車時に顧客の自宅まで車を届けて自宅の車を引き取る）は各顧客ニーズを見極めた上で
極力削減することで、従業員の固定観念を払しょく。顧客サービスの質を落とさない中で、従業員が生産性の高い
働き方を意識し始めた（従業員の意識改革が進展）

卸売・小売業（自動車販売・整備・ボディケア）、従業員111名、広島市［事業参加時点／平成30年5月現在］

【取組報告者（社内推進担当）】総務部長　岡本 直久 氏

二村自動 株式会社二村自動 株式会社
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基
本
情
報 

業種 卸売・小売業 設⽴年 1971 年 7 月 
所在地 広島市安佐南区⻑楽寺 2-6-18 
従業員数 従業員数︓111 名  [内訳] 正社員︓99 名  ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ︓12 名 
事業概要 ⾃動⾞販売・整備・ボディケア 

就
業
状
況 

平均所定外労働時間（H29） （常用雇用者一人あたり） 43.5 時間/月  
年次有給休暇の平均取得率（H29） （常用雇用者一人あたり） 34.7 ％  
総実労働時間（H29） （常用雇用者一人あたり）189.5 時間/月  

 
 
 
 
○ ⻑時間労働に陥っている業界の働き方を変えるのは今しかないと考えながら、同時に競争に勝ち抜かねばならないと 

いう理想と現実の葛藤の中、社⻑の強い思いで、働き方改革に本気で取り組むこと（事業参加）を決意。 
○ 働き方改革を通じて「共に満⾜、共に幸せ」という理念の実現を目指し、社員に夢を与え⽣産性向上につなげたい 

という強い思いがある。それを達成するための課題として、⻑時間労働の抑制や年間休⽇の増加、定着率の向上など 
が必要と考えているが、いずれも取組には着手していても成果が出るまでには至っていない。また、他社と比較しても 
取組が遅れているという認識もある。 
 
 
 
 
 
 
 

○ 業務改善について必要性は認識していたが、取組もいつの間にか⽴ち消えに 
なっている。その結果、⽣産性を考慮しない業務活動が常態化している。 

○ 業務の属人化の解消が進んでいないため、年次有給休暇の取得が困難な状況。 
○ 毎年 10 人程度の退職者が発⽣している。特に新規採用の若年層においては 

毎年退職者が出ており、採用・定着が課題となっている。 
 
 
 
 

■全体の取組過程 （【前半】5〜11 月・【後半】12〜3 月） 
 
 
 

 
 
 
 

１ 会社概要（H30.5 月現在） 

２ 今回の取組（事業参加）の背景等 

３ 取組内容の概要 

【平成 29 年度まで（事業参加前）の取組】 
① ノー残業デーの設定 (毎月第 2 木曜⽇) 
② 年次有給休暇の計画的付与と誕⽣⽇休暇 (有給) 
③ 年間休⽇数の増加 (2 年前から年間 89 ⽇に増加) 
④ 勤怠管理システムの導⼊ (タイムカード) 
⑤ 評価制度の導⼊ 
⑥ 推進体制の(経営会議)の設置 

※①・②は、ほとんど機能していない 
理念が書かれた手帳を全社員が所持 

 具体的な取組の工夫 

✓ 当初は、従業員主導の業務改善をスタートしたが取組が停滞。残業時間や有給休暇取得の数値は前年と変わらず、 

取組の成果は何も出ていない事態に陥った。 

このため、社長自らの進捗管理の徹底で、「これまでと違う」という改革実感を従業員に与える方針に変更した。 
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（1）【STEP１】 「準備」フェーズ 

① 現状把握 （アンケート・ヒアリング調査結果）  
 

✓ 現状把握は、憶測に頼らず、従業員へのアンケートやヒアリングを実施した。 

【主な着眼点】①経営者と従業員の間で、意識やニーズ等にギャップがある項目は何か  

②経営者と従業員の両者とも評価が低い項目は何か 

✓ 課題のみでなく、自社の強み（従業員の評価が高い項目は何か）を把握した。 
 
【アンケート調査結果】 

●経営者 と 従業員の間での認識差が⾒られる項目 
・キャリアが柔軟に選べる  (従業員側の評価が低い) 

 ・⾃己啓発への取組    (従業員側の評価が低い) 
 ・上司の言動一致      (従業員側の評価が低い) 
 ・半⽇休暇制度の導⼊  (経営者側の評価が低い) 

●経営者 と 従業員の両者とも評価が低い項目  
・両⽴⽀援制度の取組   (育児、介護、治療、健康⽀援) 

 ・スムーズな業務進⾏ 
 ・属人化防止に対する対応  

○従業員の評価が⾼い項目 《⾃社の強み》 
・会社に対する信頼感   (失敗を許し、次のチャンスを与えてくれるなど個人への尊重) 
・仕事に対するやりがい   (使命感があり成⻑実感もある) 
・同僚との連帯感     （助け合いがある）  

【ヒアリング調査結果】 
・管理職（店⻑）の⾃己認識では、業務多忙で組織マネジメントができていないという声が多い。このことが 
⽣産性低下の要因になっている。 

・業務改善等の取組は会社が決めたことしかしておらず、店舗ごとの⾃主的な取組はない。 
・提出書類の多さが⻑時間労働につながっている。 
・若年層では休⽇や労働時間の不満が多く⾒られる。 

 
【抽出課題等】 

 
 
 
 
 
 
 
② ⽅針の明確化  
 

✓ 働き方改革を通じて経営理念を実現することを基本とし、労働条件の一部見直しといった改革だけでなく 

企業論理(生産性の追求)と個人論理(人間性の追求)の調和をベースとして取り組んでいく。 

✓  取組の目的は理念の実現、目標はワークライフバランス、手段は長時間労働の削減・休暇取得の促進・業務 

改善とし、風土改革を見据えた取組を行う。 

✓  働き方改革に取り組む目的を結びつけることで、取組に対する従業員の理解が深まる方針となるよう心掛けた。 

● 会社への信頼感や仕事のやりがいもあると思われるが、⻑時間労働や休⽇取得への不満がモチベーションを低下させて 
いる。さらに、情報共有が乏しいことで、業務ロスやクレームの発⽣が⽣産性を低下させている。 

● どの職種も属人化が顕著なため、多能工化していくことで有給休暇の取得を促進させていく。 
● 提出書類の多さが⻑時間労働の要因の一つとなっている。 
● 「決めたことをすぐやらない・最後までやらない・結果を問わない」という組織風土が⽣産性を低下させている。風土改革の 

ためにも管理職（店⻑）の組織マネジメント強化が必要。 

４ 前半に着手した取組 

 具体的な取組の工夫 

 具体的な取組の工夫 
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（2）【STEP２】 「仕組みづくり」フェーズ 

① 取組目標設定・実⾏プラン策定  
○ ⾃社の目指すべき姿（働き方改革）を達成するために、取組目標・実⾏プランを定めた。 

【取組目標】 

項目 内容 現状値 
（H29 年度） 

目標値 
（H30 年度） 

⻑時間労働の削減  総実労働時間の削減 

（常用雇用者一人あたり） 189.5 時間/月 180 時間/月以下 

休暇取得の促進 年次有給休暇の平均取得率の向上 

（常用雇用者一人あたり） 34.7％ 60％以上 

業務改善 属人化の解消、情報共有の取組、提出書類の削減、納引き業務の削減等 

 
【実⾏プラン】 平成 30 年度の重点実施項目（当初計画︓Ｈ30.8 時点） 

項目 内容 主担当 時期・目標 

１ 
総実労働時間の削減、 
有給休暇取得向上 

・所定外労働時間の削減、有給休暇取得向上の 
ための仕組みづくり 

推進担当者 
各店⻑ 

〜Ｈ31.3 

２ 意識改革 
・キックオフセミナー開催 
・月初報告会の場での従業員への説明・意⾒交換 

社⻑・ 
推進担当者 

〜Ｈ31.3 

３ 業務改善 
・業務の棚卸と情報共有 
・提出書類の削減と属人化の解消 
・納引き業務の半減 

本部 
店⻑・副店⻑ 

〜Ｈ31.3 

４ 職場環境の改善 
・若者の定着促進のため、メンター制度の 
を導⼊と労使懇談会(茶話会)の実施 

推進担当者 〜Ｈ31.3 
 

 
② トップからのメッセージ発信（キックオフセミナー）  
○ トップからのメッセージ発信と従業員の意識改革（価値感の共有）を目的として、全従業員を対象とした研修会 

「働き方改革キックオフセミナー」を開催。社⻑からは、働き方改革を通じて「理念の実現」を目指すことや社員に 
夢を与えたいこと、また、働き方改革の取組⾃体が他企業よりも遅れているという認識もあることを伝えた。 

項目 内容 
時期，時間 平成 30 年 8 月 2 ⽇、3 ⽇ (2 グループ) 3 時間/⽇ 
対象者 全従業員 

内容 
・社⻑による働き方改革への思い 
・外部講師によるセミナーの実施 
・グループワーク（課題とあるべき姿、施策）〜発表 

 
③ 制度導入  
 ○ 改革を強く推進することと人材不⾜に対応することを目的として、次の制度を新たに導⼊ 

区分 内容 備考 

1 メンター制度の導⼊ 
・ 新⼊社員に対しメンター制度を導⼊し、若年層の定着 

を図る（メンター役は、リクルーターを指名） 
メンター役（3 人）が、新⼊社員
（9 人）への個別メンタリングを実施 

2 
店⻑職における人事 
評価制度の⾒直し 

・ 店⻑職のガバナンス強化のため、人事評価項目に店⻑
⾃⾝の労働時間と年次有給休暇取得率を追加する。 

職務要件書と人事評価表の改訂 

3 高齢者の活躍推進 
・ 希望者全員を 66 歳までを再雇用とする旨を就業規則 

に明記し、周知徹底していく。 
変更前は 65 歳までの再雇用 
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《取組項目１》 メンター制度の導入 (リクルーターとメンターの相乗効果を狙う) 
○ 新⼊社員の退職率がこの 3 年間で 30%と定着が課題となっている。メンター制度を初めて導⼊し、若手の 

定着を図ることとした。現在リクルーターとして学校訪問をしている3名をメンターに抜擢し、メンター研修を実施。 
○ リクルーター役とメンター役を兼任することで、次世代管理職の育成プログラムとしての効果も期待される。 
 

日 時 
「メンター研修」     メンター役 3 名 
平成 30 年 11 月 19 ⽇（木）9:30〜11:30  

場 所 ⼆村⾃動⾞ 研修室 

内 容 

①メンター制度とは 
②OJT とメンター制度の違い          
③メンターの役割 
④コミュニケーションスキルと傾聴ワーク 
⑤メンター制度の進め方 

      
 
 
 
 
 

《取組項目２》 管理職における⼈事評価制度の⾒直し 
 
【取組前(課題等)】 

・  固定残業制は、社員の給与を安定させ、満⾜度向上には繋がったが、時間を意識しない働き方となり、「時間当たりの⽣産 
性を高める努⼒＝業務改善」をすることが疎かになってしまった。 

・  「仕事が終わらなければ残業すればいい」という残業依存体質が、⽣産性低下の原因にもなっている。 
 
【取組内容】 

・  有給休暇の取得率向上に向けて、管理職の職務要件書と人事評価表に有休取得率項目を追記する。 
     ⇒ 次年度には労働時間項目を追加予定 
・  管理職⾃⾝の実績を評価対象とするもので、最高 5 点とする加点主義による評価とする。 

⇒ このことで、管理職による部下の有給休暇取得率の個別管理を徹底し、管理職⾃⾝のマネジメント能⼒や 
ガバナンススの強化につなげていく 

 

《取組項目３》 ⾼齢者の活躍促進 
【取組前(課題等)】 

・ 就業規則では 65 歳まで再雇用と明記しているが、元気でやる気のある人であれば、65 歳を超えても再雇用していくのが 
会社方針である。 

⇒ 現在の 65 歳以上の従業員︓14 名（内訳〜正社員︓6 名、パート︓8 名） 
・ なお、高齢者や障害者の従業員に対して、働きやすい職場づくりのためのアンケート調査や定期的ヒアリングを実施している。 

 
【取組内容】 

 

・ 今後の人手不⾜と健康寿命の伸びを鑑み、希望者全員の再雇用は 66 歳までとする旨を就業規則に明記 
   

《参考》65 歳以上の従業員の活躍状況 
    ■営業職︓売上実績を上げるというよりも、営業管理の補助または営業のやり方やセールストークなどの技術伝承に 

⼒点を置いている。 
■事務職︓週 4 ⽇出勤など個別対応を図り、働きやすさと働きがいを提供している。  

●メンターの感想（メンタリング実施後） 
・ 積極的に話してくれたことで話題が尽きず楽しめた。 

また友人関係のことも理解できた。 
・ ⾃己開示をしながら相手の話を聞けたことがよかった。 
・ こちらからの質問が多かったため、相手から話してもらえる 

関係を築くことが大切だと感じた。 
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（3）【STEP３】 「⾏動」フェーズ 

○ 労使懇談会の実施(茶話会)    
 

✓ 若年層の定着率を高めるため、入社 4 年未満の若年層と社長との懇談会(茶話会)を実施。 

✓ 若年層の意見をできるだけ反映させるための労使懇談会とメンター制度との相乗効果を促した。 

 
【取組前(課題等)】 

・ 近年新卒採用者については、毎年退職者が発⽣。退職率は 30%を 
超え、採用・定着が課題となっている。 

 
【取組内容】 

・ ⼊社 4 年未満の若年層 27 名の定着促進と意⾒収集を目的として、 
社⻑との懇談会（茶話会）を実施。 

 
【取組後(実績・成果等)】  

○ 社⻑に対しては、仕事に関する質問などは少ないようで、「貯蓄はいく 
  らあるか」「今まで一番高い買物は何か」など、どちらかというとワークより 
  もライフの質問が多く、社⻑との距離感も一歩近づいた。 
○ 平成 30 年の新卒採用者は、10 人のうち 9 人が在籍（定着） 

 
 

（4）【STEP４】 「点検・⾒直し」フェーズ 

○ 中間検証・改善策の検討  
 
 

 
 

 
【前半の取組状況】 

・ 推進担当者による進捗管理のもと、階層グループ別（店⻑・副店⻑・アシスタント）でのボトムアップ型の業務改善を実施  
 

【中間（11 月）時点】 
・ 残業時間や有給休暇取得の数値は前年と変わらず、取組の成果は何も出ていない 

 
【原因】 

・ 店⻑・副店⻑グループは、通常業務は時間の経過とともに増加の一途で、改革への時間が⼗分にとれていない 
・ アシスタントグループは、これまで業務改善を⾃発的に考える機会がなかったため、一定の時間が必要 
・ 社⻑の間接関与による進捗管理（推進担当者経由）では、素早い意思決定ができず、改革スピードも上がらない。 
・ 通常業務と兼務している推進担当者は、進捗管理の時間が⼗分にとれていない（推進者２名のうち 1 名は諸事情で休職） 

 

【対策（今後の⽅向性）】 
○ こうした問題点を解決するため、階層グループ別のボトムアップによる業務改善は継続しつつ、 

① 社⻑主導のトップダウン推進体制に⾒直し（社⻑⾃らの進捗管理の徹底） 
② 社⻑にも改革の具体策を検討してもらい、取組内容を再構築（トップダウン提案で改革の実⾏） 

 に方針変更した 

 具体的な取組の工夫 

 具体的な取組の工夫 

✓ 従業員主導の取組が停滞した中途で、社長自らの進捗管理の徹底に方針変更。社長自らのトップダウン提案の 

改革により、従業員に「これまでと違う」という実感を与え、改革の気運を高めた。 
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（1）【STEP１】 「準備」フェーズ 

○推進体制の⾒直し  
 

✓ 月初会議や社長報告会(成果発表会)を活用し、社長主導による取組を軸として働き方改革を強化した。 

✓ 社長の改革テーマを中心に取り組むことで、迅速な成果に結びつけた。 

○ 取組を迅速・効果的に進めるため進めるため、社⻑⾃らが 5 つの改革テーマを打ち出した。 
○ また、月初会議や社⻑報告会で、各取組項目の主担当から取組状況の報告を求め、進捗管理の徹底を図った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（2）【STEP２】 「仕組みづくり」フェーズ 

○トップダウンによる 5 つの改⾰テーマ  
 

✓ 「トップダウンによる５つの改革テーマ」だけでなく、前半に着手した取組である店舗横断による階層グループ 

別の業務改善（後述）も継続することで、従業員自ら考える機会をつくることを意識した。 
 
○ 社⻑報告会および社内会議の場を活用して、次の取組項目を実⾏することを社⻑メッセージとして伝達した。 

取組項目 内    容 目 的 対象者 

① 
20 時以降の 

メール禁止 

・ 労働時間削減のために 20 時以降の 

社内メールを禁止する 
・ 従業員の時間管理意識を高める 全従業員 

② 
計画的な有給休暇 

制度の導入 

・ 年末年始で計画的に有給休暇を付 

与する 
・ 従業員に休むことへの迷いを払しょくする 全従業員 

③ 
「納引き」業務 

の削減 

・ 慣例化していた「納引き」（納車時に顧 

客の自宅まで車を届けて自宅の車を引き 

取る）業務は顧客ニーズを見極めた 

上で極力削減する 

・ 従業員の固定観念を払しょくする契機にする 

・ 本来のコア業務（顧客応対や組織マネジメン 

ト）に集中し易い職場環境をつくる 

各店舗 

（店長グループ） 

④ 

理念の実現 

（理念実現レポート 

作成・行動表彰） 

・ 理念実現レポートの作成で、従業員 

個々で自身の今までの働き方改革を 

振り返ってもらう 

・ 理念実現のため行動している従業員 

を表彰する 

・ 働き方改革と風土改革を通じて理念実現を 

目指す 
全従業員 

⑤ 
店長による「捨てる

業務」の決定 

・ 各店長で、自身の業務を棚卸し。  

・ やめる業務や、スタッフに権限委譲 

する業務を決める 

・ 本来のコア業務（組織マネジメント業務）の 

時間を生み出す 
店長グループ 

５ 後半に着手した取組 

 具体的な取組の工夫 

推進担当者 

社⻑ 

店⻑ G 副店⻑ G ｱｼｽﾀﾝﾄ G 

ボトムアップからトップダウンへ 

 具体的な取組の工夫 
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（3）【STEP３】 「⾏動」フェーズ 

① トップダウンによる実⾏   

《取組項目１・２》  ２0 時以降のメール禁⽌ ＆ 計画的な有給休暇制度の導入 
 
 

✓ 従業員の時間管理意識を高めるため、「20 時以降の社内メール」を禁止することを社長自ら全従業員に通達。 

✓ 有給休暇取得率が低迷していたため、年末年始に計画的に有給休暇を付与する制度を導入することで、従業員の 

休むことへの迷いを払しょくするよう取り組んだ。 

 
【取組前(課題等)】 

・  当社では「仕事が終わらなければ残業すればよい」という残業前提の働き方が定着していた。その中で、従業員間で遅くまで 
メールのやり取りが⾏われることが、残業依存体質に拍⾞をかける要因であった。 

・  従業員の有給休暇取得状況は、積極的に取得する者と、なかなか取得しない者に⼆極化していた。 
 
【取組内容】 

・ 従業員の時間管理意識の向上や健康管理の側面から、社⻑から 20 時以降の社内メール禁止令を通達。 
・ 総実労働時間削減のため、年末年始に、休⽇に加えて、2 ⽇間の計画的な有給休暇付与制度を導⼊し、有給休暇の取得意識 
  を高めた。 

 
【取組後(実績・成果等)>  

○ 20 時以降のメール禁止で、従業員の時間管理意識が変化。業務に対する計画性や合理性への意識が高まり、社内の協⼒体制も 
強固になった。また、効率を追求するようになり、早く退社できるようになった。 

○ 改善策実施後は、有給休暇平均取得率は約６４%向上（改善策の実施期間中（Ｈ30.12〜Ｈ31.2）の対前年度比）。 
有給休暇取得に対する迷いを払拭できた。 

 

《取組項目３》 「納引き」業務の削減 
 
 

✓ 慣例化していた「納引き」（納車時に顧客の自宅まで車を届けて自宅の車を引き取る）は、各顧客ニーズを 

見極めた上で極力削減することで、従業員の固定観念を払しょくできるよう取り組んだ。 

 
【取組前(課題等)】 

・  「納引き」業務で、従業員が店舗と顧客の⾃宅との往復に時間を取られ、本来のコア業務（別の顧客応対や組織マネジメント等）が 
後回しになり、⻑時間労働の原因になっている。 

〜 「納引き」業務の削減は、サービス低下や売上が落ちる可能性がある等の理由から、なかなか手をつけられなかった。  
〜 「納引き」が商談につながったり、逆に「納引き」業務を削減することで顧客への訪問が停滞するのではないかという懸念がある。 
〜 「納引き」⾃体を営業活動として位置づける営業マンも存在しており、現実には各営業マン任せの状態。 

 
【取組内容】 

・ 実績を毎月 2 回集計し、全店で削減事例を共有しながら、各顧客ニーズを⾒極めた上で、極⼒削減に取り組んだ。 
〜 「納引き」業務での対応率（⼊庫率）の目標を当初の 20%から 10%に上方修正 

 
【取組後(実績・成果等)>  

○  「納引き」業務での対応率（⼊庫率）16%を達成。削減で⽣み出した時間を本来のコア業務（別の顧客応対や組織マネ
ジメント等）に集中し易い職場環境になった。 

〜 夕方のミーティングが開始時刻から実施できるようになり、全員が集まれるようになった。 
〜 店⻑⾃⾝に時間の余裕が⽣まれ、過去最高の販売台数を達成できた店舗も出現。 
〜 営業計画が⽴てやすくなり、営業マンの営業活動時間も増加した。 
〜 退社時間が早まり、以前より早く退社できる回数が増加。  

 具体的な取組の工夫 

 具体的な取組の工夫 
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《取組項目４》 働き⽅改⾰を通じた理念の実現 
 
 

✓ 売上増を目指す過程で、行動規範や理念を見失いがちな社員に、経営理念をもう一度見直す機会を与え、働き方

改革を通じた経営理念の実現（規範と理念と連帯した働き方の実現）に向け、意識改革を促した。 

 
【取組前(課題等)】 

・ ⾏動規範（企業理念）に、「時間と約束を守る」 ことを
謳っているが、実際には決めたことの一部は曖昧になる職
場風土になっており、組織の⽣産性低下の一因となって
いた。 

・ 売上増に追われる中で、形骸化してしまった⾏動規範
を、もう一度⾒直す機会が必要であった。 

 
【取組内容】 

・ キックオフセミナー以降、「働き方改革を通じて理念を実 
 現するためにどう⾏動をしたか」等につき、取締役を含めた 

従業員全員がレポートで提出（理念レポート）。 
・ 理念達成に向けて⾏動した 3 名の従業員に社⻑賞と 

して表彰（予定）。                
 
【取組後(実績・成果等)】  

○  従業員個々で⾃⾝の働き方を振り返ってもらう契機となり、 

“考えるくせ”がつき始め、⽣産性の高い働き方を意識し始めた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

●理念レポート様式 

 具体的な取組の工夫 

【モデル実践事例4】二村自動車 株式会社
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《取組項目５》 管理職の捨てる業務の決定 
 
 

✓  管理職（店長）のマジメント不足が、現場での生産性を低下させる要因になっているため、プレーヤー対マネ

ジメントの比率を 9:1 から 7:3 に引き上げることを目標に、各店長に自身の業務を棚卸して「捨てる業務」を決

めるよう促した。 

 
【取組前(課題等)】 

・ 店⻑業務は多忙であるため、店⻑に憧れる若年層が少なく夢を与えることができない。 

・ 時間の経過とともに組織が複雑化(業務の増加)しており、単純化(業務の減少)の方向に動いていない。書類や在庫が増

え、結果的に管理コストや仕事量も増え、⽣産性の低下とともに社員も疲弊している。 

・ 管理職の業務が多く、本来のマネジメントがおろそかになっている傾向にある。 
 
【取組内容】 

・ 管理職の業務の棚卸を実施し、捨てる業務や権限委譲する業務をピックアップ。 
捨てる業務は、社⻑意思（社⻑承認）で最終決定。 

・ 捨てる業務や権限委譲する業務を増やしながら、プレーヤー対マネジメント比率を 
9:1 から 7:3 にシフト。より付加価値の高い業務に集中していくことで⽣産性を上げていく。 

 
【取組後(実績・成果等)】  

〇 店⻑のマネジメント時間を⽣み出すことに成功 

取組実施後の店⻑コメント 

・ 店⻑業務の棚卸は、⾃らの役割を⾒直す機会となり、マネジメントへの取組意識が高まった。 

・ マネジメントに割ける時間が増え、業務改善や人材育成に結びついたことが大きな収穫となった。 

・ 権限委譲を契機に周囲を巻き込んだことで、⽣産性に好影響を与えた。 

・ マネジメント比率が高まったことで、より早く成果を出せるようになった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 具体的な取組の工夫 
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②ボトムアップ提案の実⾏（階層グループ別による業務改善）  

《主な取組項目》 属⼈化業務の解消(副店⻑グループ) 
 
 

✓ 改善の 4 原則（ECRS）とスキルマップをもとに OJT を実施した。 

✓ サービス業務（整備）の属人化解消のため多能工化を促進した。 

 
【取組前(課題等)】 

・  人手不⾜の中で、フロント業務と事務を兼任する 
社員の負担増。 

・ 整備・板⾦業務も属人化しており、効率的な業務 
ができていない。 

・ このため、顧客への迅速な対応が進んでいない。 
 
【取組内容】 

・ 副店⻑主導で各店の業務スキルをピックアップした 
後、副店⻑全員と情報共有し精度あるスキルマップ 
を作成。  

・ 作成したスキルマップをもとに部下と面談後、整備・ 
板⾦スキルに関する OJT を実施。 

 
【取組後(実績・成果等)】  

○ 顧客への迅速な対応と効率的な業務の推進に 

つなげた。 

○ 最も大きな成果は、各⾃のモチベーションアップ 

であった。 

○ 他には「代⾞の⾒える化」「社内間の外注依頼 
の共有化」「重複業務の事務部門への移管」と 
いった成果があった。 
 

取組実施後の副店⻑コメント 

・ できないことができるようになったなど、整備・板⾦ 
部門の互いの業務に偏りがなくなりつつある。 

・ フロント業務と事務の多能工化により顧客への  
 迅速な対応が可能になった。 

・ スキルマップの効果で休⽇が増加した。 
・ スキルマップ表の★印(他者に教えられるスキル 

レベル)が取りたいことがモチベーションにつながって 
いる。 

 
 
 
 
 

●サービス部門のスキルマップ 
現在のスキルとこれから習得すべきスキルを「⾒える化」するために、 

スキルマップ一覧を作成した。 

ECRS（改善の 4 原則） 
●Eliminate（排除、廃止） 
●Combine（結合と分離） 
●Rearrange（⼊替えと代替） 
●Simplify（簡素化） 

 具体的な取組の工夫 
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（３）経営者・推進担当者からのコメント 

経
営
者
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 働きやすい・働きがいのある職場にしたかったため事業に参加。一番よかったことは、会
社をよくしたいという皆の意識が向上したこと。 

○ 今のやり方を続けていては残業は減少しないと考え、20 時以降のメール禁止令を伝
達したことは責任者に大きな影響を与え、社員の時間意識が向上した。もともと時間意
識のないモーレツ社員が責任者になっているため、なかなか労働時間削減は困難であっ
たが、削減意識は徐々に浸透してきている。 

○ 年末年始の計画年休で、有休取得に対する迷いを払拭できた。5 月は 3 ⽇間の計
画有休を実施する。 

○ 理念レポートは前向きな意⾒が多く、素直な社員が多いと感じた。3 名を表彰予定 
（表彰は 4 月）。 

○ 「納引き」の削減については、それを求める顧客もいることから現場判断にした。そのた
め店舗の責任者によって削減率に格差が⾒られる。 

○ 仕事大好き人間と定時になったら帰りたい社員がいる。モチベーションを高める上で両
方配慮することはとても難しいと感じている。 

推
進
担
当
者
か
ら 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 全社員さんがキックオフセミナーに参加して、話し合いの場を設けました。こうした取組
は弊社にとって初めての企画。いろいろな意⾒が活発に出て、働き方改革に向けての良
い場となりました。 

○ 最初は社員の中に、具体的に何に取り組んでいくのか、成果がどこまで期待できるのか
といった⼾惑いや不安があったと思います。開始直後は具体策の実⾏が思うように進ま
ず、後半になってやっと具体的な実⾏が進むようになってきました。 

○ 取組を継続していくことにより、ノー残業デーのより実⾏しやすい仕組みづくりや有給休
暇の取得意識も高まり、社員さん個々が計画的に有給休暇の取得をするように変化し
てきました。特に有休に対する罪悪感が薄まり責任者⾃⾝が率先してとり始めました。 

○ ⽣産性の向上については時間を意識するようになったことで、より効率的な動きややり
方を個々が考えるようになり、一定の意識改革も進んだと考えています。 「納引き」の
低減やスキルマップを使用して個々の能⼒目標を定めることで、あるべき姿が具体的に
なったと感じています。 

○ 今回の働き方改革を今後も継続することで、より大きな成果に結び付けられるように
今後も取り組んでいきたいと考えています。 

 

代表取締役 

  ⼆村 一弘 氏 

本部総務部⻑ 

  岡本  直久 氏 
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主な取組成果

取組の方針

事業（取組）期間 平成30年5月末～平成31年3月末

主な取組項目 長時間労働の削減、連続休暇取得の促進、業務改善、社内制度見直し

全社員で輝く未来へ向かって歩み続ける会社を目指し改革元年を踏み
出そう！
働きやすい環境を追求し、会社全部門で生産性を10％向上させる事により社員全
員の意欲や満足度も飛躍的に向上する轍作りを実行する

一部の従業員に業務が偏り、検査技術の均一化と技術伝承が課題に
全国各地や海外からの検査依頼も増え、現場ごとに求められる技術や資格も異なるが、特定の技術者に負担がかかり不公平
感も。検査は技術員自らが時間管理しているため“見えないムラ＝時間”も発生。

顧客ニーズに応えるため休日も出勤する中で、従業員から「休めない」と不満の声も
顧客のニーズに誠実に応えるという従業員の意識は高い一方で、急な検査依頼により、海外や国内各地への短・長期出張、休
日出勤もあり、私生活の予定が立てられないという声も徐々に増えてきた。

残業代削減分は成果として、手当・賞与で全従業員に還元（取組初期に社長宣言）
●残業時間の前年対比により成果のあった月は「全従業員対象」に還元し、組織一体となる効果が

業務分析で課題と個別スキルを見える化。チーム体制で業務の平準化や効率化を図り、生まれた
成果（時短）をスキルレベル向上の時間に投入
●業務管理ツールを導入し、個別スキルや行動を見える化し、チームで共有。チーム体制により検査
工程等を平準化し、効率化と個別スキルの集結化を図る。
●技術項目を細分化して、隙間時間等を活用した効率的な「最短教育」で技術育成するとともに、業
務マニュアルを整備し、事務作業の教育トレーニングを強化

体制が整ってから「連続休暇取得」ではなく、休暇取得を前提とした改善実行
●部門チーム毎に「連続休暇取得予定表」を作成し、人員配置体制と配置状況の最適化
●有休取得状況を毎月、給与明細に記載し、積極的に有給休暇の取得を促進

改革推進会議の他、全部門の代表による「横串委員会」を設け、小さな改善運動を実施
●毎月の推進会議にグループ長も参加し、進捗状況報告に加え改善策を協議。「横串委員会」を設け、職場環境の整備や部門
間の情報伝達の活性化に取り組む、小さな改善運動を実施

取組前

今回の
取組

取組後
（成果）

業務の平準化や効率化により、仕事量のバラツキや偏りを改善。チーム全体への貢献意識も向上
見積などの作業時間を41％減することに成功し、互いにフォロー可能な体制に

効率化の成果＝生まれた時間を能力・技術開発に投入することに成功
個人スキルとチーム連携の向上で、時間当たりの生産性：115.5％（対前年比）

会社側でなく、部門・個人単位で取り組む全社員一丸の参加型改革実行で
●取組の理解度：全従業員の約8割、実践の実感度：全従業員の約7割
●盆正月休暇・連休日以外での連続休暇（5連休）の取得を全員達成
●総実労働時間：約17時間減、有休取得率：約 2割増（約 7割に到達）（対前年度比の一人当たり月平均）

●個人でなくチームで成果を出す働き方に転換するため、取組初期に“残業代削減分は全従業員（個人でなく全員）一
律に還元”を社長宣言することで、従業員の取組意欲（チーム貢献意識）が向上

●チーム全体で効率的に技術伝承する仕組みを整え、業務の平準化＆効率化で生み出した時間を従業員のスキルアッ
プに投入。併せて、休暇取得を前提とした仕事の進め方に見直すことで、生産性アップと働きやすい職場づくり（有
給休暇取得率アップ）を同時に実現

専門サービス業（非破壊検査、船舶消防設備整備ほか）、従業員118名、三原市［事業参加時点／平成30年5月現在］

【取組報告者（社内推進担当）】経営管理室　岡野 泰平 氏

テクノス三原 株式会社テクノス三原 株式会社
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✓ 働き方改革に本格的に取り組む第一期は、全従業員を巻き込んだ活動にすることを念頭に時短や生産性向上の成果 

 を全体に還元（特別手当や賞与での支給）し、気運を高めた。 

✓ 社長から働き方改革で達成したいことをキックオフ研修で発信し、それを実現する改善策は各部門やチームで考え

実行していく流れをつくり、ボトムアップ型の活動にした。 

✓ 取組状況を確認する定例会を開催し、進捗報告ではなく、工夫した点や狙いを中心に発表させ好事例の共有化を推 

進した。この定例会には社長も都度参加し、速やかな決裁により施策の実行を迅速化した。 

 
 

（１）全体の取組過程 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  具体的な取組の工夫 

３ 取組内容の概要 

備考
5〜6月 7〜9月 10〜12月 1〜3月 （記載頁）

・従業員の意識を捉え、課題を確認

・経営者と従業員の意識差等から課題分析

② ・取組の方向性の整理 P69
・推進本部（体制）の決定
・各部門の重点実施事項の設定
・部門内で実⾏策ごとの担当者任命

① ・今期の取組目標・実⾏プランを策定 P70

②
・全社集会で社⻑自ら、取組方針を社内で宣⾔
 (キックオフセミナーの場を活用)
・働き方改⾰ロードマップの作成と開示

P71

・子育て両⽴⽀援の拡充
・カムバックエントリー制度
・奨学⾦返済⽀援制度

④ ・残業削減分の給与還元制度 P72

－ ・従業員の意識改⾰のため全社集会で研修実施 P71《再掲》
・５連休の取得を目標に部門で調整（計画付与)
・毎月の給与明細に有給休暇の残日数を明記 P72~73

・定時退社時にＰＣで定時退社を通知し職場巡回
・残業の事前申請と累計管理の実施
・残業の上限設定を超えた従業員への個別面談

P73~74

・経営者によるイクボス宣⾔
・社内啓発運動 P74

・推進チーム会議の定例化
・横串委員会による環境整備 P74~75

《営業チーム》
・チーム制営業の確⽴、業務管理ツール導⼊
・⾒積の標準テンプレート作成

P75~76

《総務・経理チーム》
・定例業務を棚卸し、定型業務はローテーション制に
・都度処理業務の一括化

P75~76

《技術チーム》
・効率化（時短）の成果を技術レベル向上に投⼊
・業務マニュアルの整備、技術コンテスト開催

P77~78

《構造物調査チーム》
・個人別の⼒量判定と技術課題の明確化
・毎朝の進捗状況の共有と⼯程⾒直し

P77~78

○ ・全従業員による取組内容の共有と成果発表 P78

P68

方針の明確化

取組目標設定・実⾏プラン策定

推進体制の整備

キックオフセミナー《再掲》

トップからのメッセージ発信
（キックオフセミナー）

現状把握
（アンケート・
 　ヒアリング調査結果）

P70

P71~72

点
検
・
⾒
直
し

【
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
４
】

取組実⾏を促すための
工夫・ルールづくり

・従業員のアンケート調査（事後調査）
・経営者、推進担当者による統括と今後の方針確認

②

⾏
動

【
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
３
】

③

【営業、総務・経理チーム】
　業務分析で課題の⾒える化
　作業の平準化

【技術、構造物調査チーム】
　業務の偏りの是正
　時短成果をスキルUPに
　投入

P79~80

段階

準
 

備

【
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
１
】

仕
組
み
づ
く
り

【
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２
】

内容
スケジュール

項目

①

○

部
門
の
取
組

③

①

今期の取組成果を発表

改⾰進捗管理 と環境整備

実績・成果の検証と
今後の取組方針の整理

働きやすい制度の検討・導入

適正評価、時短還元制度の導入

③
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（２）【STEP１】 「準備」フェーズ 

① 現状把握 （アンケート・ヒアリング調査結果）  
 

 
 
 

 
 
 

【アンケート調査結果】 
●経営者層 と 従業員 の間での認識差が⾒られる項目 

1）属人化の防⽌（カバーし合える体制強化）に取り組んでいる 【従業員の評価が低い】 
2）人材育成は効果的にしっかり⾏えている 【従業員の評価が低い】 
3）⻑期休暇制度 【従業員は優先項目としている】 
4）介護との両⽴⽀援制度 【経営者層は優先項目としている】 
5）会社や上司と率直に話し合える場がある 【従業員の評価が低い】 
6）⽴場に関わらず不正は隠し⽴てされることなく厳正に処分されている 【従業員の評価が低い】  

●経営者層 と 従業員 の両者とも評価が低い項目  
1）職場では、業務全体が、無駄なくスムーズに処置されている 
2）職場では、早帰りや有給取得をしやすい雰囲気がある 
3）ハラスメントを予防するために⼗分な対策が講じられている 
4）各自の能⼒や状況に合わせて業務量がコントロールされている 
5）自⼰啓発を⽀援する制度 
6）仕事の割り当てや、人の配置・異動が適切に⾏われている 
7）仕事と生活のバランスに配慮し、プライベートを尊重してくれる（子育て両⽴⽀援などが不⼗分）  

○従業員 の評価が⾼い項目 《⾃社の強み》 
・いずれは今以上の仕事（より⾼い職位や困難な仕事）にもチャレンジしたいと考える従業員が多い 
・仕事への誇り、モチベーションや満⾜度が⾼い 
・新しい提案を受け⼊れ、積極的にチャレンジすることを応援する風⼟がある 
・出産後の職場復帰がしやすいと感じている従業員が多い 

 
【ヒアリング調査結果】 

・仕事に必要な資格取得の⽀援だけでなく、現場の業務に必要なスキル・技術伝承を求めている。 
・「できる人」に仕事が集まり、結果として残業となっているが、早帰り指導との板ばさみで苦しんでいる状態 
・検査は寄港中に集中して⾏うことや、海外も含め広域にわたる現場で⾏う必要があるため負担を感じている 
・未婚者や若手が多い職場であるため、今後のライフイベントの変化（両⽴）への準備、意識が低い 

 
【抽出課題等】 

 
 
 
 
 
 

  具体的な取組の工夫 

✔ 現状把握は、憶測に頼らず、従業員へのアンケートやヒアリングを実施した。 

✔ 経営者層と従業員の間で、意識やニーズ等にギャップがある項目を明らかにした。 

✔ 取組の初年度は特に従業員が感じている課題、ニーズを明らかにして施策立案（改善）に繋げる 

ことも重視した。 

○ 従業員の仕事に対するプライドが⾼く、モチベーションも維持されている。お客様のために質の⾼い検査、サービスを提供 
したいという従業員の思いは強い。 

● その反面、休日出勤や海外出張などもあり、私生活との両⽴や、計画的な過ごし方が困難であると感じている社員も多い。 
お客様に迷惑をかけてはいけないとの思いから、自らの労働時間（休日出勤など）だけでカバーしようとする今までの考え方、 
風⼟が根強く、部署、個人での業務改善等によって労働生産性を⾼めようとする意識や活動が少し弱い。  

● 技術サービスの会社であるため、生産性向上の鍵は「能⼒開発」だが、管理者もそれぞれの現場で日々働いており多忙で、 
  現場指導、技術伝承が後回しになっている。また検査報告書の作成にも時間（残業）がかかり育成の場がもてない。 
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③ 推進体制の整備  
 

 
 
 

 
【代表者の狙い】 

■特定の部門、一部の人員ではなく、全従業員がそれぞれの⽴場で取組を進める流れにしたい。（自⽴型組織への転換） 
 

【ボトムアップ型（全員参加）】 
■全従業員参加の「働き方改⾰研修」をスタートに、各部門・チームそれぞれに、重点実施事項（取組施策・目標）を 

掲げ、チーム内で実⾏策ごとの担当者を決め、より多くの従業員が参加し取組を推進していく体制を整えた。 

■部門⻑はそれぞれの部署の施策に責任を持ち、部門ごとで競い合う数値目標も明確にした。（残業時間・休暇取得率） 

 
 

（３）【STEP２】 「仕組みづくり」フェーズ 

① 取組目標設定・実⾏プラン策定  
○ 自社の目指すべき姿（働き方改⾰）を達成するために、取組目標・実⾏プランを定めた。 

■他部門に関連する作業も多く、別途横串委員会を設け社内調整や社内ルールのチェック⾒直しの役割を持たせた。 

【取組目標】 

項目 内容 現状値 
（H29 年度） 

目標値 
（H30 年度） 

⻑時間労働の削減  総実労働時間の削減 

（常用雇用者一人あたり） 183 時間/月 170 時間以下/月 

休暇取得の促進 年次有給休暇の平均取得率の向上 

（常用雇用者一人あたり） 45.8％ 60％以上 

業務改善 ・各部門従事者の多能工化による生産性を UP 

・技術教育制度の見直し、最短で育成出来るシステムを完成させ実行する 
 
【実⾏プラン】 平成 30 年度の重点実施項目 

項目 内容 主担当 時期・目標 

１ ＜全体＞ 
・制度改定、環境改善 

連続休暇の取得、残業削減 
就業規則⾒直し、制度導⼊など 

総務部 
推進メンバー 〜Ｈ31.3 

２ ＜営業部＞ チーム制の確⽴、検査⾒積の標準化、
事務効率化、先⾏管理など 

部門⻑、 
担当リーダー 〜Ｈ31.3 

３ ＜技術部＞ 多能⼯化、業務マニュアルの整備 
属人化の解消、偏り是正など 

部門⻑、 
担当リーダー 〜Ｈ31.3 

４ ＜構造物調査部＞ 個人毎の⼒量判定による洗い出し 
毎朝の進捗共有と⼯程⾒直しなど 

部門⻑、 
担当リーダー 〜Ｈ31.3 

5 ＜総務 管理部＞ 仕事の棚卸しと属人化の解消、 
経費書類、報告書類の⾒直しなど 

部門⻑、 
担当リーダー 〜Ｈ31.3 

 

✓ 取組の準備期間（初期）は総務管理部と各部門長を中心とした体制であったが、全員参加型で実行 

したいとの社長の強い考えがあり、現場リーダーも含めた体制を早期に作り上げ、推進することにした。 

また、会議での協議事項を速やかに実行するための役割として毎月の定例会には経営者も参加。 

 具体的な取組の工夫 
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《取組項目１》 ５連休の取得を目標に部門で調整（計画付与）、給与明細に有休日数残を明記 
【取組前（課題）】 

・ 検査期間が限られており、忙しくて休めないという「諦めの姿勢」が⾒受けられ、業務改善に取り組む意識が弱い。 
・ 休暇の取得は個人が調整（努⼒）する考えが根本にあるため、業務量の多い従業員の取得率はいつまでも低いまま。 
・ 業務改善や効率化に取り組んでいるが、個人的な成果だけに留まり、チーム全体への波及が思うように進まないこともある。 

 
【取組内容 〜前期〜】 

・ 全社的な指示事項として、全従業員が５連休を取得することを伝えた。 
・ 各部門⻑に取り組み実⾏の責任を持たせ、実現の方策を各チームで協議した。 
・ 毎月の給与明細に有給休暇の残日数を明記し、休暇取得を意識できるように促した。 

 
【取組内容 〜後期〜】 

 
＜個人的な調整の範囲内での連休取得となっている傾向も⾒られることから、本部定例会でチーム連携を繰り返し指導＞ 

 
・ 部門ごとで業務スケジュールをもとに計画的な連続休暇付与を検討し、チーム内でフォローすることを明確にした。 
・ 自身が休むため、チームのメンバーをフォローするためには各自のスキルアップ（能⼒開発・多能⼯化）が必要となるため、 

個人の業務取得レベル一覧表を作成し、育成項目を明確にしてチーム内で教育していく取組も併せて実施。 
 

 
【取組後（実績・成果）】 

○有給休暇取得率︓前年 45.8％から 68.3％へ（全従業員取得率） 
○５連休の取得者︓98 名（対象者全員が取得） 

 
＜事後アンケート及び聞き取りの声＞ 

・ 今回の取組により自身の仕事のやり方や生産性が改善した／60％（改善した・ある程度改善した︓事後アンケート集計） 
 
 
《取組項目２》 残業の事前申請と上限設定を超えた社員の個別面談 
【取組前（課題）】 

・ 早帰りの声掛けは⾏っているが、基本として残業は個人管理となっており、⻭⽌めがかかっていない。 
・ 業務量の偏りがあり、残業時間も個人により差がある状態が続いている。 
・ 管理者も多忙で、部下の残業管理ができておらず、改善のための⽀援やアドバイスの機会が持てていない。 

 
【取組内容 〜前期〜】 

・ 定時退社時には業務パソコンに退社を促すポップアップを表示した。 
・ 責任者が職場内を巡回し声かけにより退社を促した。 
・ 残業管理をこれまでの事後報告から部門⻑への事前申請、承認する流れに変更した。 

 
【取組内容 〜中・後期〜】 

 
＜残業時間の偏り、個人差の解消が思うように進まないため、新たな取り組みも開始＞ 
 
・ 残業管理を総務だけでなく部門⻑も⾏い、月間残業時間の累積管理表を作成し、事前申請の際に照らし合わせを⾏う。 
・ 月間の残業時間が一定の規準を超えた従業員が出た場合は、総務から残業削減指示書を部門⻑に渡し、面談で勤務

状況を確認してもらい、業務調整や配置替えなどの検討、仕事の⾒直しなど指導内容の報告を義務化。 
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（１）実績・成果 

○ 全従業員の残業削減の取組に対して、毎月の手当や賞与加算による還元を実施。第一期の取組は全従業員 
 参加型の活動にすることができた。 
○ 個人の仕事を組織の責任で取り組むチーム意識が⾼まり、業務の偏りを是正することに成功。チームで生み出した 

時間を、技術向上の時間に当て、組織全体のレベル底上げに繋がった。 
○ 時間当たりの生産性を昨年対⽐で 10％以上引き上げることができ、付加価値が⾼まった。 

【数値の実績】 
内容 ①取組前 

（H29 年度） 
②取組中 

（H30 年度） 
差引②-① 

（H30－H29） 
・総実労働時間の削減（常用雇用者一人あたり） 183.0 時間/月 166.4 時間/月 ▲16.6 時間/月 
・所定外労働時間の削減（常用雇用者一人あたり） 29.3 時間/月 18.9 時間/月 ▲10.4 時間/月 
・年次有給休暇の取得促進（常用雇用者一人あたり） 45.8 % 68.3 % ＋22.5 ％ 

    ※H30 年度は、11 か月間（H30.4〜H31.2）での平均値 
 

【事業終了後の従業員アンケート調査結果（H31.3 調査結果）】 
質問項目 回答結果 備考 

良好な点 

働き方改⾰に関する会社の考え方や方針の理解度 80.4% 「理解できた」、「ある程度理解」の回答割合 
働き方改⾰を職場で実践できたか 68.0% 「実践できた」、「ある程度実践」の回答割合 
職場の業務の進め方や生産性 63.9% 「改善した」、「やや改善した」の回答割合 
有給休暇の取得日数 65.0% 「改善した」、「やや改善した」の回答割合 
今後も働き方改⾰を続けていく必要がある 82.5% 「必要」、「どちらかというと必要」の回答割合 

改善が 
必要な点 

一人ひとりが明確な目標を持って働いている 42.3% 「そう思う」、「ややそう思う」の回答割合 
業務に必要とされる知識やスキルを、⼗分に身につけている 41.2% 「そう思う」、「ややそう思う」の回答割合 
働く場所の柔軟性（テレワーク・フリーアドレスなど） 79.3% 「あまり変化はない」の回答割合 

 
【従業員の主な声】（○︓良好な点、●改善が必要な点） 

〇 全従業員が残業時間の制限を意識することで、時間当たりの生産性は大幅に改善された。生み出した時間を教育に 
 まわせたことは非常に良いことだ。 
〇 仕事の曖昧な部分を棚卸しなどで⾒える化し、チームで仕事を共有しスムーズに処理できるようになった。 
〇 ５連休の制度を取り⼊れることによって、みんなが開いた穴を埋めようと、一人ひとりが能⼒向上に努め、カバーする 

などの良い効果があった。 
〇 全従業員への伝達を意識し働き方改⾰を進めることで、取組み前と取組み後では、組織⼒（団結⼒）が⾼まり、 

自分には関係ないというメンバーが減ったと思う。他部署との意⾒交換の場も多くなり、業務調整や改善が進んだ。 
〇 無駄な残業の減少やリフレッシュ休暇（5 連休）など、これまで変化のなかった社員もこの一年で劇的に変化した。 
〇 ワークでは積極的に技能の習得に励み、ライフでは新しい場所に馴染むため、積極的に地域活動に参加している。 
〇 今までは「気づいた人」がしていた仕事を可視化、担当制にすることができた。 
● 業務スピードも以前に⽐べ速くなっているので、ついてこれない人も出ている。そのような人たちへのフォローも必要。 
● 有給休暇の連続取得を会社で決めたが、本人の意思で選び取得することができなかった。 
● 仕事のヤリガイや達成感、労働時間管理と「お客様満⾜度」のすべてのバランスを考えながら取組みを進めたい。 

4  実績・成果、今後の取組方針 
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主な取組成果

取組の方針

事業（取組）期間 平成29年５月末～平成30年３月末

主な取組項目 長時間労働の削減、休暇取得の促進、業務改善

付加価値を高め、「お客様から選ばれる企業」への変革
経営目的である「関わる人たちが幸せになるお手伝いをする」を、より具現化するために、関わる社
員が幸せに満ち溢れ、やりがいを持ち、イキイキと働くことを目的とし、働き方改革に取り組む。
今まで主体性を重視していた姿勢を大切にしながら、個人の裁量のもと、なされていた業務を標準
化し、ワーク・ライフバランスの実現により付加価値の高い商品・サービスを提供し、お客様から選
ばれる企業をめざしていく。

複数名（アドバイザー、プランナー、不動産担当）が、お互いに顧客との商談状況を確認し合い、個別に日程調整するため、残
業時間発生の原因にも

複数名体制による顧客への個別打合せが、顧客への迅速な提案の障害に

やりがいを感じて仕事に没頭することや、顧客に迷惑をかけてはいけないと思う従業員が多いゆえに、過剰なサービスを追求
して残業時間発生の原因になり、有給休暇を取得しない状況

多くの従業員は残業することを「当たり前」と思っており、有給休暇を取得しようとする意欲も低い

取組前

リノベーションの『セミオーダー型』や『モデルルーム』導入（長年培ってきたノウハウを見える化し、顧客ニーズの高い基本型
《５タイプ》をパッケージ化）

誰もが高品質のパッケージ商品を効率的に顧客提案できるよう、業務の標準化（中古マンションリフォームのパッケージ化）

●従業員に気づきを促す「時間外削減チェックシート」と合わせた「残業事前申請書」の導入
●「有給休暇票」や「申請チケット」を従業員に個別配布して、積極的に有給休暇取得を勧奨
●大型案件の対応方法・体制ルールの見直し、部署を超えたフォロー体制の構築といった
業務改革を実行

トップダウンで制度・ルールを導入し、ミドル層主導による業務改善活動を展開

「時間外削減チェックシート」等のツール活用により、「問い」を共有化した上で声かけを動機付け
社長・管理職・従業員の三者間でのコミュニケーションの活性化を図る

店舗・部門横断の従業員で構成する「働き方改革プロジェクトチーム」主導の改善活動を開始
従業員の意識変化が確認できた段階で、トップダウン・ミドル層主導からボトムアップ主導の取組に移行

今回の
取組

業務の効率化が進み、早く退社できるだけでなく、顧客との時間に注力
１名体制で顧客との打合せが可能に

●顧客対応や見積作業に時間がかからず、担当・顧客の双方の時間短縮に
●顧客とのイメージ合わせが容易になり、顧客の多様なニーズを実現可能に

よりスピーディで明確な「定額制」＋α（付加価値）を実現

効率的な働き方と顧客サービス向上を同時に実現

取組への共感度：全従業員の約９割
残業時間：約 40％削減、有給休暇取得：約30%UP（対前年度比の正社員一人当たり月平均）

コミュニケーションをとりながら、社長力・幹部力・現場力を発揮していくことで

取組後
（成果）

●顧客ニーズの高いリフォーム内容をパッケージ化（業務の標準化）して“型”をつくり、“型破り”の付加価値を組み
合わせた仕事の進め方をすることで、効率的な働き方と顧客サービス向上を同時に実現

●トップダウンで制度・ルールを導入し、ミドル層主導による改善活動を展開しながら、社長・管理職・従業員の三者
間のコミュニケーション活性化を図ることで、大幅な長時間労働の削減や休暇取得の向上に成功

建設業（住宅リフォーム・新築の設計・施工・管理）、従業員57名、安芸郡府中町［事業参加時点／平成29年5月現在］

【取組報告者（社内推進担当）】総務経理室　高野 由美子 氏
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主な取組成果

取組の方針

事業（取組）期間 平成29年５月末～平成30年３月末

主な取組項目 長時間労働の削減、休暇取得の促進、業務改善

〈生産部門〉1人1台の機械・作業の属人化、休んだ場合には機械がストップ
多品種少量生産のニーズが増える中、スキルのある社員に仕事が集まり残業の要因にも

〈営業部門〉営業業務は個々の担当の“個人商店化”している傾向
個々の業務を抱え込み、チーム単位でマネジメントができない。関連部署との連携も不十分

〈会社全体〉従業員からは「人事評価制度の見直し」を求める声
部門・部署が増え業務領域も広がる中、現制度への従業員の評価は低く、経営者も同様の課題認識

取組前

今回の
取組

取組後
（成果）

〈生産部門〉「スキルマップ」作成による多能工化
生産ラインごとに業務を棚卸し、作業工程や各自の技術レベルを見える化した「一覧表」＝「育成
計画表」を作成

〈営業部門〉業務分析によるムダの洗い出しと思い切った改善策の実施＆関連部署と
の連携
1日の業務計画と実績の差を記録し、①どの業務に時間を要しているのか、②計画と実績にずれ
が生じた業務は何か、業務プロセスを担当者が日々確認する仕組みを導入
▶時間を費やしている訪問先移動の改善策（担当エリア変更）を試行、関連部署との役割分担
も明確化

〈会社全体〉会社の重要取組事項であることを経営トップ自ら宣言するとともに、働き方改革に関することも評価
対象に含める新評価制度への見直し

〈生産部門〉担当以外の仕事も経験することで新たな知識・スキルを習得
生産性を落とさず（機械が止まらず）にお互いがカバーし合える職場に

〈営業部門〉業務プロセス等の改革により効率化に向けた体制づくりが進展
社員一人ひとりが生産性を意識して、効率的に業務を行う意識も芽生えてきた

〈全体全体〉数値を含めた毎月モニタリングにより、全員対象の
取組を進めていくことで、
●会社の方針：全従業員の9割が理解（改革継続の必要性に共感）
●有給休暇取得率：約12％UP、残業時間：約5時間／月  削減
●改革の進展度：全従業員の7割が実感

「人に仕事がつく」から「仕事に人がつく」に変革し、柔軟で働きがいのある会社に
従業員のスキル向上や公平な評価制度の土台作りと業務改善により、従業員の多能化
を進め、全社的な生産性向上を達成し、お客様へ社会のニーズに応えること、組織の
高齢化に対する次世代人材の育成や確保、今後の更なるサービスの多様化に対応した
組織づくりに繋げる。

●一人が複数の機械・作業工程を担当できる「多能工化」を進めることで、従業員のスキルアップ化ができ、生産性を
落とさず（機械を止めず）にお互いがカバーし合える働きやすい職場に

●営業部門の業務分析により、各自の営業担当エリアの最適化や、業務体制の再構築（関連部署との業務分担を明確
化）を図ることで、営業業務の効率性が向上

製造業（総合印刷・広告等）、従業員150名、広島市［事業参加時点／平成29年5月現在］

【取組報告者（社内推進担当）】専務取締役　前田　理 氏
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主な取組成果

取組の方針

事業（取組）期間 平成29年５月末～平成30年３月末

主な取組項目 長時間労働の削減、年間休日数増加、休暇取得の促進、業務改善、制度改革

一部の従業員が長時間労働に陥っており、働き方に関する制度や環境整備が追い付いていない
●会社として健康管理（長時間労働への歯止め）の支援が整っていない
●一部のマネージャー層や現場従業員は、長時間労働で成果を出した成功体験に捉われている

取組前

今回の
取組

取組後
（成果）

社長のトップダウンによる制度改革の実行
マネージャー層の意識改善を図り、ミドルアップダウンの取組で制度構築
▶マネージャー層への研修を行いながら，社長・マネージャー層で全社的な改革を実施
　 ●長時間労働の習慣を見直すための 3点セット制度を導入
　　 【①勤務間インターバル制度・②早朝勤務制度・③1920 制度（退社促進制度）】
　 ●組織全体に活力を生み出すための支援制度を導入
　　 【年間休日の増加、イノベーション休暇制度、在宅テレワーク制度】

小さな改善活動（導入した制度の実効性を高める改善等）の実行
「困りごとスレッド」で把握した従業員意見を活かした改善（退社しやすいよう業務終了後の留守番電話導入等）

【当　初】ボトムアップによる長時間労働部署毎による改善活動
【中間時】残業時間は悪化（増加）し、従業員からのボトムアップ改革も抽象的な議論に

なり試行錯誤
【改善策】ボトムアップの改革には時間を要する中で、そのリーダー役であるマネー

ジャー層自体への共感不足（腹落ちしていない状態）であったため、今期は
“トップダウン”へ  さらには“マネジメント起点によるミドルアップダウン”
の取組重視に方針変更
（ボトムアップ改革は継続するが、小さな改善活動から始めて成功体験を積
んでもらう）

長時間労働の習慣を見直すための制度改革の実行や、マネージャー層の意識改革を通じた取組等により、
●残業時間：約13％削減［うち後期 約 26％削減］（対前年度比の正社員一人当たり月平均）
●取組の進展：マネージャー層の約8割が実感
●会社の方針：全従業員の約8割が理解
※社外に情報発信した結果、求人での応募者の質向上の効果も実感

「ワクワクする仕事を、楽しくする」
本来モノづくりの仕事は楽しいもの。「楽しく働く」の妨げにもなっている長時間労働や
一部の正社員に負担がかかっている働き方を改善。「技術で社会に貢献する」という
企業理念にリンクした新しい働き方ビジョンを確立し、全従業員で共有する。

「楽しく仕事ができる」環境や制度を整える
組織拡大や働き方改革に相応しい制度や環境を整備する。

●当初は従業員のボトムアップによる改善を期待していたが抽象的な議論になり取組が停滞。そこで、社長の明確な
方針のもと、“トップダウン”で長時間労働の習慣を見直すための制度改革を実行《改革の引鉄》

●マネージャー層の意識改善を図りながら、マネージャー層が“ミドルアップダウン”の取組で制度構築して現場の従業
員に浸透させていくことで、長時間労働の削減に成功《マネジメント起点》

製造業（制御盤製作・システム開発）、従業員57名、広島市［事業参加時点／平成29年5月現在］

【取組報告者（社内推進担当）】総務経理チーム　桑原 健太 氏
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主な取組成果

取組の方針

事業（取組）期間 平成29年５月末～平成30年３月末

主な取組項目 長時間労働の削減、休暇取得の促進、業務改善・環境整備

業務改善が遅れ、働き方改革は「仕事が減らず、給与が減る」との不満
これまでも早帰りやリフレッシュ休暇の奨励など一定の取組はあったが、業務改善（仕事の進め方や周囲の支援体制）が遅
れており、働き方改革に対する従業員の理解も不十分

駐在先勤務者が多く、労務管理と組織全体の一体感醸成が課題
駐在先勤務者とのコミュニケーションを図る仕組みが弱く、日々生じる問題やキャリアに対する不満の声も

取組前

今回の
取組

取組後
（成果）

社長を責任者とする「働き方改革推進本部」を設置し、「働き方改革宣言」を公開
取組の成果を従業員に還元する仕組みをつくり、会社の本気度を示す
●実行権限を持つ推進体制を整備し、自社 HPに「働き方改革宣言」を公開して社内外に発信
●取組成果に応じた褒賞を支給する方針を明確にした上で、賞与の考課項目を見直し

短期間で従業員のニーズを踏まえた制度を導入し、環境整備や進捗管理を実施
●小学校入学時までの時短勤務延長や半日有給休暇制度など多くの制度を上期で導入
●下期からは、業務 PC の使用制限ルールと業務終了アナウンスの導入など制度運用の環境整
備や、年休取得状況の定期的なモニタリングの実施など進捗管理を実施

「女性活躍推進部会」・「営業事務効率化部会」でボトムアップの活動
●推進本部の下に部会を設置し、従業員自らが改善策を検討。管理職のサポートのもと、適宜社
長に報告・修正しながら、女性従業員のキャリア支援策と現場レベルの業務効率化策を提言

職場巡回担当者が駐在先を訪問しサポート。社内報で職場情報などを共有
●「職場巡回担当者」を任命して、駐在先を巡回し、累計107名の面談を実施。働き方改革の方針や各部門の職場情報など
を掲載した社内報を発行し、駐在先勤務者とのコミュニケーション向上を図る

「タイム＆マネー両取大作戦」
●制度拡充で育児・介護などLIFEを充実させ、多様な働き方に対応した配置・評価で、
従業員満足度を向上する

●人とICTとの総合力で質の高い商品・サービスを提供し、顧客満足度を向上する

トップからの力強いメッセージ発信と従業員ニーズを踏まえたスピーディーな改革で
●働き方改革に関する会社の方針・取組に共感：全従業員の約8割
●働き方改革を続けていくことの必要性に対する理解：全従業員の約9割

定期的なモニタリングやPCログオフ・業務終了アナウンスなどの
環境整備で
●年次有給休暇取得率：高水準の約70％に到達（対前年度比17％UP）
●長時間労働部署の残業時間：約6時間／月削減

●トップの強いリーダーシップのもと、多くの制度をスピーディーに導入することに成功
制度を活かすための環境整備や進捗管理を徹底することで、年休取得率の大幅向上等を実現

●併せてボトムアップの取組を推進することで、従業員の業務改善等に関する意識が向上
●駐在先勤務者等への訪問サポートや社内報の発行で、組織としての一体感を醸成

情報通信業（ICT事業・派遣事業）、従業員290名、広島市［事業参加時点／平成29年5月現在］

【取組報告者（社内推進担当）】取締役 兼 経営企画部長　勝谷　実 氏
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主な取組成果

取組の方針

事業（取組）期間 平成29年５月末～平成30年３月末

主な取組項目 長時間労働の削減、従業員の定着促進、業務改善

〈外商部門〉取引先を画一的（同頻度・同時間）に訪問し、集金も現金回収
時間管理・行動計画ができていないため、長時間労働が発生し、効果的な営業ができていない

〈店舗販売部門〉社員は能力向上に意欲的であるものの、会社の支援が曖昧
有資格取得者が少なく、生産性向上の土台が整っていない

〈会社全体〉仕事の進め方が属人化しており、業務改善ができていない
開店日は休めない・時間無制限という従業員意識も、長時間労働の発生や有給休暇を取得しない原因に

取組前

今回の
取組

取組後
（成果）

〈外商部門〉「めりはり」のある営業計画、商談以外の業務の効率化
●効果的な営業を行うために、営業計画を総合的に分析して見直し
●取引先へ説明し理解を得ながら、集金訪問を振込へ変更

〈店舗販売部門〉成功事例を蓄積しながらボトムアップによる業務改善活動を
展開、メーカー講習会等への参加支援
●『なくそうゼロチェックリスト』を作成し、各店舗のナンバー 2が検証
しながら、全店舗・全員で実施
●従業員が資格取得（研修参加）しやすいよう、通常業務よりも優先事
項とする社内方針の明確化

〈会社全体〉本社以外の店舗の定休日を増加、一定の有給休暇取
得の義務化
●店舗スタッフが休みを取りやすいよう、店舗毎の曜日別売上実績を考慮した上で定休日を増加

「価値観のベクトルを一にして、Lifeの充実を」
●Lifeを充実して、社員の能力アップを実現する後押しをする
●業務効率化や従業員の働き方を見直し、長時間労働を削減し生産性向上を図る

〈外商部門〉・効果的・効率的な訪問活動・集金業務により、
●残業時間：約16時間／月削減（対前年度比の一人当たり平均）

〈店舗販売部門〉・有資格者（4 名）を輩出

〈会社全体〉・「全員が対象」の働き方の見直しにより、
●残業時間：約6時間／月削減、有給休暇取得：約32％UP
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（対前年度比の一人当たり平均）

●Life（仕事以外の生活）の充実満足者：全従業員の約8割
●仕事に対する誇り・モチベーションの向上者：全従業員の
　約7割

●取引先の理解を得ながら『商慣行の脱却』による業務の効率化や、店舗の定休日を増やす等の『めりはり』のある働
き方に見直していくことで、大幅な長時間労働の削減・有給休暇取得の向上に成功

●従業員一人ひとりが『自分ごと』として業務改善に取り組むことで、社員のモチベーションが向上
●従業員の能力向上意欲を『自社の強み』とした、「プロフェッショナル人材」を育成

卸売・小売業（スポーツ用品小売販売）、従業員55名、広島市［事業参加時点／平成29年5月現在］

【取組報告者（社内推進担当）】管理統括部 部長　村上 祐一 氏
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平和建設 株式会社 …………………………………………………  1

株式会社 ポップジャパン …………………………………………  17

広合化学 株式会社 …………………………………………………  33

二村自動車 株式会社 ………………………………………………  49

テクノス三原 株式会社 ……………………………………………  65

株式会社 マエダハウジング ………………………………………  81

株式会社 ユニバーサルポスト ……………………………………  97

東洋電装 株式会社 …………………………………………………  111

株式会社 マイティネット …………………………………………  127

株式会社 体育社 ……………………………………………………  143

［建設業／従業員 31 名／福山市］

［製造業／従業員 64 名／広島市］

［製造業／従業員 47 名／大竹市］

［卸売・小売業／従業員 111 名／広島市］

［専門サービス業／従業員 118 名／三原市］

［建設業／従業員 57 名／安芸郡府中町］

［製造業／従業員 150 名／広島市］

［製造業／従業員 57 名／広島市］

［情報通信業／従業員 290 名／広島市］

［卸売・小売業／従業員 55 名／広島市］
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モデル実践事例における改善策一覧表 …………………………………………………  159

県内中小企業での「働き方改革の身近なモデル実践事例」のご紹介
～モデル企業10社の実践内容・ノウハウを公開～

▶本書の特徴
多くの企業に共通する悩みや課題について、モデル企業10社がどのようにして取り組み、その壁を乗り越えて
取組を軌道に乗せることに成功したのかを見える化した“身近な企業が実践した具体的な事例”となっています。

※モデル企業（モデル実践事例）とは
広島県では，県内中小企業 10 社に対して，専門コンサルタントを派遣して取組を支援する「働き方改革企業コ
ンサルティング事業」（平成 29・30 年度）を実施しました。この事業に参加された企業のご協力のもと，各企
業の具体的な取組過程や内容（創意工夫した点，苦労した点，乗り越えた課題等）を『モデル実践事例』として取
りまとめています。

（注）モデル企業10社の会社概要（従業員数・所在地の記載内容）は、事業参加（取組着手）時点
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詳しくは  広島県  働き方改革・女性活躍  取組サポートサイト 「Ｈ!ntひろしま」へアクセス！
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